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予算決算審査委員会記録 

 

招 集 日 時 令和4年11月4日（金） 午前9時30分 

開議・閉議 午前9時30分 開会  ～ 午後4時22分  閉会 

場所・形態 委員会室 閉会中の開催 

出 席 委 員 委員長 森本洋子 副委員長 草加忠弘 

 委員 中西裕康  土器 豊 

  尾川直行  立川 茂 

  西上徳一  石原和人 

  山本 成  青山孝樹 

  藪内 靖  松本 仁 

  内田敏憲  奥道光人 

  丸山昭則   

欠 席 委 員  なし   

遅 参 委 員  なし   

早 退 委 員  なし   

列席者等 議長 守井秀龍   

説 明 員 市民生活部長 濱山一泰 市民課長 藤森仁美 

 市民協働課長 浅野隆之 環境課長 野崎信二 

 公共交通課長 杉山麻里   

 
保健福祉部長 
兼福祉事務所長 

森  優 
保健課長 兼 
新型コロナウイルスワクチン対策課長 

高橋多恵子 

 介護福祉課長 梶藤さつき 社会福祉課長 新庄英明 

 こども家庭課長 中野智子 共生のまち推進課長 文田栄美 

 総合支所部長 杉田和也 吉永総合支所長 江見清人 

 三石総合支所管理課長 瀬尾茂樹 日生総合支所管理課長 横谷美加 

傍 聴 者 報道関係 なし   

 一般傍聴 なし    

審査記録 次のとおり    
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              午前９時３０分 開会 

○森本委員長 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの御出席は１５名です。定足数に達しておりますので、これより予算決算審査委員会

を開会いたします。 

 まず最初に、お手元に決算資料の差し替えの資料が配付してあると思いますけれども、杉山公

共交通課長より説明があります。 

○杉山公共交通課長 事前配付資料について、誤りがありましたので、お手元に再配付させてい

ただいております。 

 今後は気をつけて作成いたしますので、大変失礼いたしました。 

○森本委員長 それでは、本日は、議案第７４号令和３年度備前市一般会計歳入歳出決算の認定

について、市民生活部、保健福祉部、総合支所部関係の審査を行います。審査が終了しました

ら、議案第７４号の採決を行いたいと思います。 

 新型コロナウイルス感染症対策のため、前半に市民生活部と総合支所部を、後半に保健福祉部

の審査といたします。 

 前半後半で執行部が入れ替わりますので、質疑漏れのないよう御注意をお願い申し上げます。 

 まずは、市民生活部、総合支所部に関しての審査をいたします。念のため、所管別分類表に記

載の所管の欄中、今回の審査課名について申し上げます。 

 市民課、市民協働課、公共交通課、環境課、選管、日生、吉永、三石ですので、よろしくお願

い申し上げます。 

 それでは、歳入から行いたいと思います。 

 決算書は２４ページを開いてください。所管別分類表は８ページです。 

 審査範囲は２４ページから２９ページ、１目総務使用料から３目衛生手数料を審査範囲といた

します。 

 質疑のある方は挙手をしてください。 

○中西委員 ２４ページ、施設使用料及び手数料、総務使用料、総務管理使用料、市営バス使用

料ですけども、内訳を路線別に教えていただければ。 

○杉山公共交通課長 先ほど差し替え資料として再配付させていただいております４３ページの

ものになりますが、真ん中の欄にあるのが路線別の使用料になります。 

○中西委員 歳出のところだけ見ていましたんで、歳入が下段にあったんですね。ここのところ

の内訳がこの金額ということになるというのはよく分かりました。 

○森本委員長 ほかはないでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次の範囲は３２ページの１目総務費国庫補助金から３７ページの２目民生費委託金までを範囲

といたします。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、３８ページ、１７款県支出金、１目総務費県補助金から４７ページの２目民生費県委託

金までを範囲といたします。 

○内田委員 ３５ページの３節の備考、循環型社会形成推進交付金の内容を教えてください。 

○野崎環境課長 備前市の最終処分場建設に当たりまして、国から補助金をいただけます。 

○内田委員 以前からありましたかね。 

○野崎環境課長 ３年度からの建設のための補助金です。 

○内田委員 これが初めてということですね。 

○野崎環境課長 今の事業についてはこれが初めてです。 

○青山委員 ４０、４１ページ、地域と暮らしの維持応援事業補助金、これは新しいと思うんで

すけど、内容を教えてください。 

○浅野市民協働課長 例年、名称が変わっているということで、中山間の補助金として以前から

あったもので名称が変わったものです。 

 吉永総合支所で支出しており、歳入を市民協働課でしています。内容としましては、八塔寺ふ

るさと館の浄化槽及びエアコンの更新工事であります。 

○西上委員 ３９ページの１１節自治振興費補助金のおかやま元気集落支援事業補助金３３万

３，０００円、こちらは東鶴山を元気にする協議会に対しての補助があったものと思います。こ

ちらの協議会の事業内容等を教えてください。 

○浅野市民協働課長 今回の金額については神根本区の金額ですが、東鶴山地区は元年度にハー

ドとソフト事業を受けられております。 

 東鶴山地区のＪＡの跡地を活動拠点として、昼食や喫茶、あと生活用品の販売とか、あと小学

校との関連事業、栗園や子供とのふれあい事業など、あと６次産業化を進めた事業をされている

と聞いております。 

 幼稚園の跡地を使って、地域の人に集まっていただいて、健康体操とか教室をやったり、地域

の人が家に閉じ籠もるのではなくて、活力を、そういう幼稚園のほうに集まっていただいて、少

しでも健康寿命が延びるような施策をしていると。ホームページ作成とか暖房器具の点検、ドッ

グランの設置とかをされております。これが県の３分の２補助です。 

○青山委員 ４３ページ、６節の清掃総務費補助金、海ごみ地域対策推進事業費の補助金なんで

すけど、どのような活動に当てられたのか。 

○野崎環境課長 県補助金です。活動については、日生総合支所、農政水産課で事業を行ってい

ます。 

 重複になりますが、日生漁協さんとかに委託をしまして、大多府、鴻島、穂浪などの清掃活動

をしていただいております。 

○青山委員 これは以前にも農政水産課とかでやっていると伺ったんですけど、そっちの予算と
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一緒になってやっているということですか。 

○野崎環境課長 一緒というか、そのままです。実は、環境課のほうで県の補助金の取りまとめ

をしているという取扱にしております。 

○青山委員 二重に取られておるというわけではないんですね。 

○野崎環境課長 環境課のほうで県に申請をし、補助金をいただく、それをもって日生総合支所

と農政水産課で事業を行っていただくというシステムにしております。 

○立川委員 ４０、４１ページ、３目３節の公害対策費補助金について御説明いただきたいんで

すが、休廃止鉱山鉱害防止事業補助金、対象事業がどの程度進んでおられるのか、またあとどの

ぐらいを見ておられるのか、あわせて公害防止エネルギー使用合理化事業補助金、これも事業の

進展と今後の見通しについて教えてください。 

○野崎環境課長 休廃止鉱山鉱害防止事業補助金についてですが、これはもう既に鉱山の採掘を

やめた、いわゆる休廃止鉱山から出る坑廃水を処理するに当たって、国からいただいている補助

金です。 

 休廃止鉱山から出てくる水を処理ということなんですが、これは鉱山の性質によって、うちの

鉱山では強酸性水が出ております。この強酸性水をそのまま河川に放流するのではなく、それを

中和して放流をするための施設です。施設は、金谷、板屋、野谷とございまして、坑水が出てく

る限り、永久的に稼働し続ける施設になります。 

 毎年処理に当たって必要な経費を国に申請をして、国から８分の６、県から８分の１の補助金

をいただいて運営をしております。 

 次に、公害防止エネルギー使用合理化事業費補助金についてです。 

 これは、当然、施設が老朽化をします。その中でも、野谷の処理施設というのがもうすごい老

朽化しており、さらに手動で行うような施設です。これを改築更新ということで、全面改修を今

現在しております。完成予定は令和６年度末、令和７年３月３１日の工期で行っており、今のと

ころ、プラントなので機械設備、電気設備、それから土木建築工事、もろもろとございまして、

一概に何％というのは申し上げにくいところはあるんですが、２割程度進んでいるものではない

かなと考えております。 

○森本委員長 ほかにありますでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次は４８ページ、５１ページまでで、財産運用収入と財産売払収入、別紙１です。 

○中西委員 資料のほう、別紙の１、物品売払収入、不用品売払収入、一般廃棄物売払収入、資

源物、ここで環境課の６５１万３，３４７円が計上されているんですけども、この令和３年度の

内容については、例えばこういうような特徴があったとか、アルミが高かったとか、金属が高か

った、紙が安かったとか、どういう傾向だったでしょうか。 

○野崎環境課長 売払いの内容といたしましては、金属類、古紙、それから瓶がございます。あ



- 5 - 

と、ペットボトル、それからＭＡＰといいまして、いわゆる衛生センターで出ているリン回収を

行っております。そちらのほうが内容としてあります。 

 金属についてですが、若干単価が高くなっているという印象です。古紙につきましては変わっ

ておりません。瓶についても変わっておりません。 

○中西委員 ここで出てきます総額なんですけど、これはいろんなものが重なってここに出てく

るんだと思うんですが、例えば備前市内でいえば資源ごみ回収センター、これは町別なんかには

まとまっているんでしょうか。全部合算しているんでしょうか。 

○野崎環境課長 合算しております。 

○中西委員 つまり、町別の金額というのはここには出てこないと。 

○野崎環境課長 ここには出てきません。 

○森本委員長 ほかにありますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次は、最後、５８ページから６７ページ、雑入です。別紙２を参照にしてください。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 歳入を終わらせていただいていいですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 次、歳出に入らせていただきます。 

 決算書８４ページを開いてください。所管別分類表は１０ページです。 

 範囲といたしましては、８４ページの８目安全対策費から９３ページの１２目自治振興費まで

を範囲といたします。 

○尾川委員 ８５ページの安全対策費の中の１９節の負担金補助及び交付金、特殊詐欺、１万

９，３００円決算されとんですけど、前年度された決算と比較したらかなり金額が落ちとんです

けど、事案は結構増えとるように聞いとんですけども、そのあたりの考えはどんなんですか。 

 補助金出したからというて活動が活発化するかというのは、これはイコールではないと思うん

ですけど、そのあたり説明してください。 

○藤森市民課長 令和３年度は４件の申請でございました。 

 申請件数が落ちているということで、警察とも協力しまして、こういった高齢者が集まるよう

な機会にチラシ等を配布して啓発をしております。 

○中西委員 同じところなんですけども、被害防止対策機器設置事業となっているんで、どうい

う機械をおつけになっとられるんでしょうか。 

○藤森市民課長 こちらは新規の購入になりまして、知らないところから電話がかかってきたと

きにメッセージを流したりするようなものになります。 

○中西委員 電話機を新しく買ったときに、そういうメッセージが流れるようなものがついてい

るということなんですか。 
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○藤森市民課長 はい、そうです。 

○中西委員 それは固定電話なんですか、それとも携帯、両方ともですか。 

○藤森市民課長 固定電話です。 

○中西委員 固定電話が新規に申請で出てくるというのはなかなか少ない時代じゃないかと思う

んですけども、携帯電話なんかにはそれは乗換えをするわけにはいかないものなんでしょうか。 

○藤森市民課長 そういった機能がある携帯電話もございますので、そのあたりは研究していき

たいと思います。 

○中西委員 個別に私が使っている携帯なんかは、そういう表示がされるようになっているんで

すね。固定電話が最近新規にそんなにたくさん増えるというのはあまり考えられないですが、今

後とも、どういうのが有効なのか、研究していただきたいと思います。 

○内田委員 ８５ページの１９節の防犯灯設置補助金、令和２年度は５９０万円ほど出ておりま

すが、今回４７０万円、約１２０万円減っておりますが、これはどうしてでしょうか。 

○藤森市民課長 令和２年度の実績は３９９灯、令和３年度の実績が３１５灯となっておりま

す。地区からの要望、地区からの申請に基づく補助金ですけれども、数が減少しているというと

ころは、そういった危険性の高いところへの防犯灯の設置というのが徐々に進んでいるから、

年々減っているんだろうと推測しております。 

○内田委員 今までに何基ぐらい補助しているか、分かりますか。 

○藤森市民課長 平成２６年度から令和３年度末で、新設３７５灯、更新２，４５１灯です。 

○尾川委員 安全対策費の報酬、会計年度任用職員の報酬が４６０万円余りあるんですけど、こ

の人員は何人なんですか。対象者というのは。 

○藤森市民課長 ２名分です。 

○尾川委員 昨年がちょっと少なかったような気がしたんですけど、業務はどういう内容なんで

すか。 

○藤森市民課長 １名は安全安心担当官ということで、消費生活の相談であるとか、パトロール

をされています。もう一人の会計年度さんについては事務の補助をしていただいております。 

○青山委員 同じページの安全対策費の２２節補償補填及び賠償金、補償金が２１万５，４４７

円上がっているんですけど、内容を教えてください。 

○藤森市民課長 日生駅前駐輪場の工事に伴って、電柱の移設工事の補償金でございます。 

○中西委員 ８８ページ、地域振興費、負担金補助及び交付金、生活交通事業補助金、予算と決

算で大分乖離がありますんで少しお話を聞かせていただけたらと思います。 

○杉山公共交通課長 生活交通チケットの補助金になります。見込みが下回ったための実績数に

なっております。 

○中西委員 見込みが下回ったのは、それなりに何か理由があるんかなと思うんですけど、どう

してこんなに違うもんなんでしょうか。 
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○杉山公共交通課長 生活交通チケットの交付枚数につきましては申請件数が２，０９５件、昨

年度と比べましてもほとんど変わってはいないんですが、予算額を取る際に大きく取っているよ

うなことになります。 

○中西委員 申請枚数は去年と変わらないけども、予算額を取るときに大きく取っているという

ことで、これは前任の課長になるわけですけども、何か理由があったんでしょうか。多く取らざ

るを得なかった、利用者の見込みがそれだけ考えられていたとか。 

○杉山公共交通課長 タクシーチケットにつきましては、いろんな要望が多くありまして、配付

しているわけですが、実際の使用率が４８．７％ということですが、要望の声がある割にはとい

いますか、交付だけ受けて使用してくださる方が少ないと、申請件数に応じてある程度取ってお

く必要があるから、５０％を超えるかなということで取っておりました。実際の使用率が４８．

７％ということで、執行残を残すということになります。 

○中西委員 交付枚数は去年とも変わらない、しかしその利用券をどれだけ利用したかというの

がそんなに伸びなかったということなんですけど、それだけ希望がありながら実際の交付券が活

用されない、どうしたら活用されるのかというところについてはどうお考えなんでしょうか。 

○杉山公共交通課長 生活交通チケットですが、昨年度と利用率は変わっておりません。その前

の年になりますと、令和元年度につきましては５３．７％の利用率がありました。やっぱり、コ

ロナの関係で外出を控えられている方が多いのかなと感じているところです。 

 先ほどの説明が不十分でしたが、３年度の予算につきましては、２年度の申請件数が２，１３

２件であったので、それを上回った２，３００件を予算化しておりまして、利用率を５５％と見

ていたためにこのような金額になっております。 

 コロナも落ち着いてきているのか、外出も増えていっているようには思いますので、せっかく

お配りしているチケットですので、皆さんが有効に使っていただけるように周知していきたいと

思います。 

○中西委員 ２，３００件で利用率が５５％ということですけども、それで不用額が１，４００

万円も出てくるものなんですか。 

○杉山公共交通課長 ほかの補助金も含めた金額が不用額として上がっていると思います。 

○森本委員長 不用額としては、公共交通のタクシーチケットだけじゃないということですね。 

○丸山委員 １９節の負担金補助及び交付金、離島定期船運航補助金、その下にも離島の住民定

期船利用補助金というのがあるんですが、内容を教えていただきたい。 

○杉山公共交通課長 離島定期船運航補助金につきましては、国庫補助航路として認定されてい

る大生汽船さんの欠損額を補うものになっております。 

 こちらにつきましては、令和元年１０月から令和２年９月の実績に応じて欠損額を補填してお

ります。国が約２分の１、県が約４分の１、残りの市も約４分の１になっております。 

 また、名称がよく似ているんですが、離島住民定期船利用補助金につきましては、鴻島と大多
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府島の島民を対象に、定期船をバスと同じように２００円で使えるようにその差額を大生汽船に

補助するものです。 

○丸山委員 今の定期船の利用補助金なんですが、１人に２００円、通常かかるのは大人で片道

が８００円前後かかるかと思うんですが、その期間があるような渡し方なのか、１年有効とか回

数券というか、表現がちょっとしにくいんですが、いつでも使えるということでしょうか。 

○杉山公共交通課長 鴻島と大多府島の島民の方につきましては、島民カードというのを発行し

ております。そのカードの有効期間が約３年あるんですが、それを提示されることで、例えば日

生と大多府、６２０円になるんですが２００円で済むようになっています。 

 ですから、島民カードを持っていれば利用できるという形になりますので、観光客の方とかは

入っていません。 

○青山委員 ９０、９１ページの自治振興費の１節の報酬、パートナーシップ推進会議委員報

酬、当初予算では２５万４，０００円上げられているんですが、実際には６万５，０００円と大

幅に減になっているようなんですけど、理由を教えてください。 

○浅野市民協働課長 このパートナーシップ推進会議委員報酬につきましては、年３回を予定し

ておりましたが、１回が中止、１回は書面会議、実質１回のみの開催になっておりますので、約

２回分と、それから欠席者の分が、２５万４，０００円に対して決算額は６万５，０００円とな

っております。 

○青山委員 この会議の目的と委員が何名なのか教えてください。 

○浅野市民協働課長 会議の内容としましては、まちづくり条例に基づいてパートナーシップ推

進会議の委員を任命しております。市民参画や協働推進のための必要事項の検討や評価、それか

ら協働事業の提案等の審査、条例改廃の提言等を行う会議であります。委員の数は現在１３名

で、うち男性７名、女性６名になっております。 

○青山委員 具体的に、このパートナーシップということでどのようなことが話し合われている

んですかね。 

○浅野市民協働課長 実際の内容としましては、協働事業を各課の状況と評価をしていただいて

いるのと、それから協働事業の提案していただいた審査を行っております。 

○青山委員 協働事業というのは男女でということ。 

○浅野市民協働課長 協働事業というのは、市と協働で取り組む事業に対して２０万円を上限と

して事業費の３分の２を補助している事業があります。それに対して、その申請していただいた

各課との協働していただいて、そういう事業に対していいかどうかの審査をしていると。 

 ３年度につきましては３件の申請がありまして、３件が認定となっております。 

○青山委員 １３節の委託料の協働のまちづくり研修委託料というのがあるんですけど、これの

委託先、内容、それから当初予算からも減になっておりますし、前年度からもかなり減になって

いるんですけど、その理由を教えてください。 



- 9 - 

○浅野市民協働課長 内容としましては、まちづくり会議に対して、どのような事業をされてい

るか、聞き取り調査及びそれから新しくつくられた場合とかの伴走支援を行っていただいている

委託料になります。 

 コロナの影響で、当初２００万円を切るぐらいの予算でありましたが、コロナ禍で事業ができ

なかった部分を差し引いて、実際には１２２万２，１００円と、減額となっております。 

 委託先は特定非営利活動法人みんなの集落研究所になります。 

○尾川委員 その下のサイクリングターミナル管理委託料３１万６，８００円なんですけど、こ

れは毎年決算額がどんどん下がってきとんですけど、利用者は結構増えてきとると思うんですけ

ど、利用者の数なんか把握されたり、あるいは利用者の要望など聞いたりすることは行われとん

ですか。 

○浅野市民協働課長 ２年度末で自転車の貸出しを中止した関係で委託料が減っております。そ

れに伴いまして、人数とかの把握もできなくなっているのが現状です。 

○尾川委員 もっと活用してもらえたらと思うんですけど、その辺の対応というのは特に考えら

れていないんですか。 

 あるいは今レンタサイクルを都合でやめたんですけど、私はもっとええ自転車を貸し出すよう

な方策を考えるべきじゃという提案をしてきたんですけども、後退ばっかりで、ほとんどの人が

自分で持ってきて、そこで組み立てたりしていくというのが多いんですけども、やはり一般的に

は、レンタサイクル、最近は東京都内でも電動自転車が結構走り歩いたり、それからあるいは岡

山なんかはチャリが結構、御存じのとおり、そういう方向になりょうんですけど、その辺の考え

方はないんですか。 

○浅野市民協働課長 サイクリングターミナルの目的については、要綱にもあるんですが、市民

の健康の増進を主な目的としておりますので、それを中心に考えております。 

○尾川委員 その規定というのは変えてもええんじゃからな。規定というものは、あくまでもそ

のときに決めて都合でいきょうるわけじゃから、時代に合うたり環境に応じたりして変化させる

というのが普通の考えで、それに固執して、今、市民の健康、それじゃ市外の人は相手にせんと

いうことですか。 

○浅野市民協働課長 そういうわけではありませんが、健康増進のための施設で、ぜひたくさん

の人に利用していただいたほうがいいと考えてはおります。 

 ただ、今、アルファビゼンとか、新しく遊技場の跡について、市のほうでもいろいろ検討をし

ておりますので、その中で今後は考えていくものと考えています。 

○尾川委員 私もそれを言いたかったんでわ。現状だけじゃなしに、将来の形がどうなるんです

かということが、半分ほど質問の意味があるんですわ。 

 だから、例として岡山市がええわけじゃないんです。あそこまで金かけて、それじゃ自転車乗

ってくれる、でも東京のあれだけ自動車が通るときでも、調べてみてください、電動自転車が結
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構レンタルであると思うんですよ。その時代を読んで、それを今市民の健康を大上段に切ってく

るから私もそれは受けて立ちようるわけですけえ。 

 考え方を変えるばあもいけんですよ、だけどそういうルールがあるからルールに基づいてやる

ということに固執する必要はないと思う。やっぱり、今言うそういう遊技場とか、そういう市長

の考えでそういう方向をどうかという提案もされとるわけですわ。 

 ですから、それに対して今ある延長線でどうしていくか、あそこはどう利用していくかという

ことをやっぱり並行して考えるべきだろうと思うて、あえて質問させてもろうとんですわ。 

○中西委員 ９０ページの自治振興費、１９の負担金補助及び交付金、まちづくり会議補助金で

すけども、予算では５０万円取っておられたんですけども、実際２７万３，０００円、手挙げ

と、それから事業の中身は違うのかな、事業の中身があまりお金がかからなかったんかなと思う

んですけども、一応、教えていただければと思います。 

○浅野市民協働課長 １０地区を予定しておりましたが、立ち上げが８地区で、吉永地区につい

ては３年度で設立されて、実際に申請されたのが６地区ということで、６地区に事務費等で最高

５万円を補助しております。吉永地区は２万３，０３４円の支出となっていたので、その金額を

補助しております。 

○中西委員 ８地区を予定していたけども、実際には６地区になったと、２つが手挙げをしなか

った理由というのは何かあるんですか。 

○浅野市民協働課長 １つは、休止状態の地区が１地区、それから１つは申請をしてはと言った

んですが、特に今年度については申請しないという意向だったので、６地区になりました。 

○中西委員 備前市全体で言えば、どう地区を算定すればいいか、私も分かりませんけども、地

区としてはもっとたくさん数があるんだと思う。ここの中で、６つしか上がっていないと。これ

は、なかなか増えていないんじゃないかと。もともとの市の皆さん方の思いはいろいろあったけ

ども、たくさんの地区の中で、これが受け入れられないと、何か理由があるんでしょうか。 

○浅野市民協働課長 このまちづくり会議は、地域で自発的に取り組んでいただいていて、その

年その年でやりたいというか、ほかに財源があるので特に申請されなかったところや、それから

地域のほうで今は特に自治会だけで十分であると、今のところ必要性があると考えていない地区

があったためということで、こちらが推薦してもなかなか受入れてもらえない地区もあったとい

うことです。 

○尾川委員 関連して、今のまちづくり会議の補助金に関連して、最近御承知のとおり、まちづ

くりに職員を常態としての出席がなくなったというあたりで、市民協働課ペースかどうかはよう

分からんのんですけど、そのあたりの運用について、私も最近その片上のまちづくり会議にオブ

で参加し、発言の機会はないです、ただ同席するような感じなんですけど、その機会に、やはり

職員の活用というのが、それまで、これまでうまくいってなかったということが原因しとんか、

要は、出席がなくなったということについて結構意見があったんですけど、そのあたりは、課
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長、お聞きになっとんですか。 

○浅野市民協働課長 地域担当職員の制度廃止については、各まちづくり会議に企画課と市民協

働課でそれぞれ説明に伺って、ほぼ同意を得ていると感じております。 

○森本委員長 だんだん、令和４年度の体制に入っているので。 

○尾川委員 委託料の協働のまちづくり研修委託料との関連というのは。 

○浅野市民協働課長 このまちづくり会議を立ち上げるときの伴走支援とか、まちづくり会議の

伴走、応援というか、そういった意味でこの委託料を活用してきておりまして、３年度について

は特に吉永地区を中心に７回程度、伴走支援をしていただいて、やっと設立できたというところ

であります。ほかの地区についても、活用して、意見の内容等をいろんなほかの事例とかを案内

していただいております。 

○尾川委員 認識としたら、各地区のまちづくり会議から課長のほうに、こういうテーマでこう

いうことについてもう少し掘り下げて研究したいんで、委託料を払うとるところにアドバイスい

ただけると。適宜行ってもええんですか。それとも、まちづくり会議、備前市全体に対しての活

動なんか、今の話ですと個別の活動もあるように聞こえたんですけど。 

○浅野市民協働課長 主には設立の支援を中心に行っておりますが、活動の支援も３年度につい

ては行っております。３年計画、２年度、３年度で、４年度ぐらいで重点的に行っているところ

であります。 

○尾川委員 令和２年と令和３年度、今年もですか。 

○浅野市民協働課長 今年については委託料という形ではなく、ほかの講師派遣といったような

形で伴走等を行っております。 

○尾川委員 現場はそういう認識しとんですか。私らは、かいらいみたいなもんじゃ、行ったっ

てじっとしとるだけですけどね。せっかくそういう予算があって、より運動というか、活動の活

発化のためのその費用を見てもらえるんなら、相談したほうがええんじゃねえかとかというふう

なことができるんですけど、そういう現場というか、そのまちづくり会議の代表者も替わります

しね、適宜。だから、その辺の認識というのは共通認識しとんですか。 

○浅野市民協働課長 一応、各まちづくり会議に行ったときにお話はさせていただいているとこ

ろでありますが、片上地区とか伊部地区では特に話が進んでいて、伴走支援とかは必要ないよう

な感じで言われているところもあります。 

○尾川委員 それから、予算枠ですけど、私、計算書見せてもろうて、そうしたら５万円という

ことになっとんですわ。それは一律に５万円が条件、上限という理解でええんですか。 

 事業をやったら、適当にと言うたら悪いけど、事業に対しての１００％補助かどうか分かりま

せんけど、そのあたりはどうお考えなんですか。 

○浅野市民協働課長 まちづくり会議補助金が、事務費や会議に対してお茶とかコピー代とか、

あと講師を呼ぶ場合は講師代とか、そういった費用も入るんですが、そういった費用の条件が５
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万円を上限として補助金をお出ししていると。先ほども言いましたが、６地区が３年度は申請を

されていると。 

○尾川委員 活動が活発になってきたら、上限というのを考えられる余地があるんですか。要す

るに、５万円上限じゃと、ぽっきりじゃというのが、その事業内容によって、よりその地域の活

動が活発化するということは好ましいことじゃと思うんですよ。そうした金を使うという、金を

使うためにどうこう言うんじゃねえんですけど、やっぱりそれなりの事業をしていくとそれなり

の予算が必要になってくるという考え方から、その辺についてのお考え、それは全然やってねえ

ところもあったりするんで、いろいろ公平性からいうたら問題があるんかも分からん。その辺の

考え方というのは、来年度の予算というたらまた叱られるんじゃけど、わしは、連続しとるか

ら、そねん限定せんでええという考え方を持っとんですよ。３年の決算だけど、要らんことを言

うけど、連続して継続して、来年の話もせにゃあいけんというのが、わしはそういう考えをしと

んですけど、さわりはどう考えておられるか。 

○浅野市民協働課長 この補助金は事務費であって、事業をする場合はそれぞれの、例えばふる

さと事業補助金を活用していただいたりとか、協働事業の補助金を活用していただいたり、そう

いったことを御説明はしております。 

○中西委員 先ほどの委託料のところでの協働のまちづくり研修委託料、これは私も記憶にある

んですけど、三石から始まって、片上も来ていただいて、片上は特にサイクリングターミナルと

いうのを一つ導き出して、その後、ほかへ出られて、今、吉永に行っとられると。そういう伴走

していただいたらよく分かるんですけども、先ほどの課長のお話の中で、こういう伴走だけでな

くて、講師委託料で講演にも来ていただいているというんですけど、この講師委託料というのは

この予算書の中にはないんですけども、どこのところに講師委託料というのは隠れているんでし

ょう。 

○浅野市民協働課長 ３年度ではありません。４年。 

○森本委員長 令和４年度では講師料として取っているけど、令和３年度はこの形なんだけどと

いうことだそうです。 

○中西委員 もう一つお伺いをしておきたいんですが、まちづくり会議補助金は、この負担金補

助及び交付金の中で各地区５万円が計上されていると。同時に、まちづくり会議が事業を行え

ば、例えばその上の協働事業補助金あるいはふるさとづくり事業補助金、こういうものを使って

事業を行うことができますよと。片上の場合には、協働事業補助金を今使っていますと。これ

は、一般的な協働事業補助金ではなくて、１００％補助の補助金を出しているということですよ

ね。これは間違いありませんか。 

○浅野市民協働課長 言われているとおりです。 

○中西委員 私は、ほかの団体もこの協働事業補助金が使われて活動されているわけですけど

も、他の団体も含めて、今後とも１００％の補助にならないかどうか、御検討の余地はないでし
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ょうか。 

 つまり、まちづくり会議だけは協働事業のところで１００％の補助で、ほかはそうではないと

いうところがあるんで、１００％の補助にならないかどうかというのを検討する余地がないかど

うか、お伺いをしているんです。 

○浅野市民協働課長 今後、検討はしていきたいと思いますが、予算のこともありますので。 

○中西委員 予算などが余っているじゃないですか。当初の予算８０万円で５５万１，０００円

しか使ってないんですから。 

○浅野市民協働課長 私の一存ではお答えはできないところです。 

○森本委員長 休憩に入らせていただきます。 

              午前１０時４６分 休憩 

              午前１０時５９分 再開 

○森本委員長 休憩前に引き続いて委員会を再開いたします。 

 ９３ページまでが範囲でした。 

○内田委員 ９１ページの８節報償費、地域おこし協力隊員の報償費、令和２年度は１，７００

万円でありますが、３年度は２，６００万円、単純に隊員の数が増えただけなんでしょうか。 

○浅野市民協働課長 はい、そのとおりです。 

○内田委員 今、何人いらっしゃいますか。 

○浅野市民協働課長 ３年度では、大体１１人から１２人程度の平均で、年度末では１０人、今

現在は１８人います。 

○内田委員 令和３年度の決算で結構なんですが、それぞれどういう目的で何をされているか、

あるいはどういう成果が出ておるか、あるいはどういう課題があるか、一覧表でお示しいただけ

ればありがたいんですけど。 

○浅野市民協働課長 後日、提出させていただいてよろしいでしょうか。 

○内田委員 お願いします。 

○石原委員 １１の地域振興費ですけれども、市営バス運行に関する経費は、令和３年度はどれ

だけかかったのか。 

○杉山公共交通課長 令和３年度の運行に係る経費の実績数でありますが、歳入を差し引いた金

額で申し上げますと、歳入は歳入で別なので、合計といたしましては１億３，２００万円という

ことになります。 

○石原委員 １億３，２００万円なる金額は、特別交付税か何か、歳入されたものを引いて。 

○杉山公共交通課長 こちらは総額の金額になっておりますので、特別交付税の額は引いており

ません。また、バスの使用料についても引いておりません。 

○石原委員 委員会では提示があったりしたのか分からんのんですけど、しばらく前の決算の資

料、決算の委員会にて路線ごとの利用者さんの人数であったり、３年ほど前にはわざわざ月ごと
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の日数まで出ていたり、大変細やかな資料もお見かけした記憶があるんですけれども、そういう

形で路線ごとでどれぐらいの方が御利用されとるのかという資料を、また後刻で結構ですんで、

勉強になるかなと思いますので、御提示いただければと思うんですけど。 

○杉山公共交通課長 後日、提出させていただきます。 

○石原委員 そこのページの負担金補助及び交付金で、生活交通利用補助金、実績によって、予

算に比べてかなり下回ったというところのようなんですけれども、こちらについての実際に使わ

れた方が、どういう地域の方が使われたとか、地域別の利用実績なんかも出てきたりするんでし

ょうか。 

○杉山公共交通課長 把握しておりますので、これも改めて提出させていただきます。 

○石原委員 できますれば、いろんな分け方がありましょうけども、吉永なんかでいえば、例え

ば三国地区、かなり距離のあるような地域の方もどれぐらい使われておるとかというところまで

分かれば、より勉強になるかなと思いますんで。 

○杉山公共交通課長 かしこまりました。 

○石原委員 同じページの１３節委託料、地域公共交通網形成計画推進業務委託料がございます

けれども、こちらは令和３年度においてはどういった業務が行われて、どのように政策に反映さ

れたりというところだったんでしょうか。 

○杉山公共交通課長 実績でありますが、令和２年度同様に、地域公共交通網計画を作成してい

ただいているバイタルリードさんに委託をしております。 

 内容につきましては、昨年度１１月から３月まで実証運行として走りましたお医者バスについ

て、運行に対する評価、検証を行うためにアンケートを取っておりますので、そういったところ

で御協力いただいております。 

 また、吉永の北のほうになるんですが、バスの利用が極めて少ないところについて、どういっ

た運行体系がいいのかというような意見もいただいております。 

 あわせて、デマンド化に向けて法的な資料整理ですとか、そういった情報もいただいておりま

す。 

○草加副委員長 ９１ページの１９負担金補助及び交付金の区会等運営費補助金についてお尋ね

します。 

 日生地域の区会のこの補助金の内訳を教えてください。 

○浅野市民協働課長 日生地区では出ていると思うんですが、その細かいところが必要でしょう

か。 

○草加副委員長 どういったものに使われたかということを聞きたくて。そのことは把握してい

らっしゃるでしょうか。 

○浅野市民協働課長 使った内容ですね。 

○草加副委員長 そうです。報告とかは特に受けてらっしゃるんでしょうか。 
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○浅野市民協働課長 実績報告はいただいております。 

各町内会より実績報告をいただいて、対象経費と対象外経費とを確認して、対象内経費があ

れば配分額をそのまま補助金として交付しているというところであります。 

 主な内容としましては、自治会のそれぞれの、日生地区でだと少ないんですけど、電気代だっ

たりとか燃料費とか通信費とか、そういった経費が対象となってきます。 

○草加副委員長 内訳とかの資料とかってもらえたりするんですかね、日生地区だけでいいんで

すけども。 

○浅野市民協働課長 検討させてください。各地区それぞれ資料が膨大となりますので。 

○草加副委員長 膨大になるようでしたら結構です。 

○森本委員長 ほかに、９３ページまでよろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次、９４ページから１０１ページ、３項の戸籍住民基本台帳費と４項の選挙費を範囲といたし

ます。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次は、１０６ページ、２目国民年金費から１１３ページ、２項の老人福祉費までを範囲といた

します。 

○中西委員 １０８ページの隣保館運営費、報酬の隣保館運営委員会委員報酬というのがあるん

ですけど、昨年も指摘したと思うんですけども、当初では９万１，０００円、実際には３万９，

０００円と、不用額へ表れているという、ずっとここがコロナで開かれていないのか、参加者が

悪いのか分かりませんけども、当初の計画と違いますので、お聞きをしたいと思います。 

 やっぱり、なるべくたくさんの人に参加して、委員会を開かれるといいなと思っていますん

で、理由をお聞かせ願いたいと思います。 

○浅野市民協働課長 当初予算では、６，５００円掛ける８名掛ける２回で予算を計上しており

ましたが、実際は、１回が６，５００円掛ける４名、８名のうち２名が公務員であったため、１

回会議を開いたときに２名欠席で、６，５００円掛ける４名、研修のほうが実際２名の出席とな

って、実際には６，５００円掛ける６名で３万９，０００円、一応全員来ると仮定して予算は計

上しておりました。 

○中西委員 じゃあ、計画どおり会議は開かれたと、ただし公務員の人が２人おったと。とすれ

ば、当初の予算を取るときに公務員の誰がなるんかというのは恐らくはっきりしていたんじゃな

かろうかなと思うんですけども、もしそうであればその２名は当初の予算からは外しておいても

よかったんではないかなと思うんですけど、それはいかがですか。 

○浅野市民協働課長 ここの委員さんについては１０名以内となっていまして、そのうち２名が

公務員ということで、ちょうど３年６月から改選ということになりまして、実際には８人で、公

務員がうち２人ということになったためであります。 
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○森本委員長 次に行ってよろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次が１２８ページから１３３ページです。１２８ページの予防費から１３３ページの環境衛生

費までです。 

○中西委員 １１０ページから１１３ページの老人福祉費は、日生、吉永、これは総合支所だと

思うんです。老人福祉費のうち、日生、吉永分はどこにあるんでしょうか。 

○江見吉永総合支所長兼吉永総合支所管理課長 吉永分につきましては１１２ページ、１１３ペ

ージの需用費の光熱水費、それから１３委託料の草刈り作業委託、それから１４の使用料及び賃

借料でデイサービスセンター用地の借り上げと、それからその下の龍泉荘用地の借り上げの部分

についてでございます。 

○横谷日生総合支所管理課長 日生総合支所分につきましては、１１１ページの負担金補助及び

交付金のうち諸島地区高齢者等介護支援渡航費助成金と１１３ページの負担金補助及び交付金の

うちの寺山地区高齢者等通院交通費助成金となっております。 

○中西委員 １１２ページ、老人福祉費の負担金補助及び交付金、寺山地区高齢者等通院交通補

助金というのが出ていますけど、これは実際に対象者は何人いて、何回、どのような形でお金が

支出されているんでしょうか。 

○横谷日生総合支所管理課長 寺山地区におきまして、満７０歳以上の方と身体障害者の手帳を

お持ちの方が対象になってございます。 

 実際、寺山地区につきましては、７人住民がおられますが、７０歳以上の方が３人になってお

ります。そのうち１名の方がタクシーを利用されています。 

○中西委員 タクシーは全額出るんでしょうか。あるいは、その上限は幾らかというのは決まっ

ているんでしょうか。 

○横谷日生総合支所管理課長 上限が１回につき５，０００円と決まっております。 

○尾川委員 １３１ページの環境衛生費の報償費、９節の報償費、資源ごみ回収推進団体報奨金

３９７万円ですけど、これが昨年より下がってきておって、いろいろコロナで活動も低迷しとん

だと思うんですけど、そのあたりの奨励策というのと、資源ごみ回収に力を入れたほうが、１３

７ページの資源ごみ収集業務委託料というのがあるんですけど、それとの兼ね合いから、早う言

やあ補助金を増やして資源ごみ回収推進団体の活動奨励というお考えはないですか。 

 特に、最近ペットボトルなんかは安うなっとると思うんですけど、その辺の考え方を教えても

らえたらと思うんですけど。 

○野崎環境課長 ごみの減量化、非常に重要なテーマだと認識をしております。おっしゃるよう

に、いわゆる廃品回収、資源ごみの回収について、市民の方に周知をしていかなければならない

と考えております。 

○尾川委員 １９３ページの委託料との兼ね合いを考えながら、工夫していくべきじゃないかな
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と思うんですが、それと、予算決算審査委員会の資料の４４ページに令和３年度の備前市のごみ

関係経費実績という報告があるんですが、これを見て令和２年と比較したときに、ごみの排出量

が令和３年度が８，９６５トン、令和２年が９，２０１トンというふうなことで減少しとるとい

う数値になっとんですけど、ただ処理費用がアップしておるというところにどういう原因がある

んかなということを、それと減量作戦についてのお考えをお伺いしたいんですけど。 

○野崎環境課長 資料の２年度と３年度の比較についてでありますが、分析として、このごみが

減っているのはコロナの関係で巣籠もりと、その辺の影響があるんかなと分析はしております。 

 この収集事業費が上がっているというところでございます。まずは、ごみの量が減ったことに

より、ごみの処理施設の事業費、こちらのほうは下がっております。 

 収集については、資源ごみにつきまして追加で外部委託を行うこととなりまして、その分の委

託料が増加しているというところでございます。 

○尾川委員 コロナで減少するというのが、一般的にこっちの理解はコロナでごみが増加しとる

という見方をしとったんですけど、そのあたりはやはり備前市は特色があって減少しとると、数

値的にはそれははっきり出とんですけど、そのあたりの観測はどう見られとんですか。 

○野崎環境課長 コロナの影響というのが、まず２年度で、元年度に比べて増えております。こ

れで増えているのは、コロナの関係で家の片づけをして増えたのかなと。そこで、２年度で片づ

けをあらかたしてしまったというところで、３年度はその反動で減っているのかなという分析で

す。 

○西上委員 関連で、資源ごみについてですけれども、コロナ禍でも関係なく、小学校や地域コ

ミュニティーではよう集めていきょうるなと思うておるんですけれども、学校やコミュニティー

関係はどうなんですか、やっぱり下がっとんですか。 

○野崎環境課長 今、お話で出た資源ごみの回収推進団体報奨金、これがどれだけコミュニティ

ーが活動しているかという指針になろうかと思います。 

 こちらが、前年度に比べまして約９．６％、回収量が減っております。これがコロナでやっぱ

り外出を自粛しているということなのかなというところで、コロナが落ち着けばこの部分が解消

されていく。さらに、うちのほうも周知をしていって奨励をしていくということになろうかと思

います。 

○尾川委員 回収推進団体の、令和３年度の数が分かったら教えてほしい。 

○野崎環境課長 ３年度、登録団体８２団体です。 

○中西委員 １３０ページの負担金補助及び交付金、ワクチン接種移動補助金、これはいろいろ

御意見はあったんですけども、ワクチン接種を進めていく上では移動手段を確保するのも大切だ

ろうということで、私は思っていました。 

 実際に、どのくらいの人たちが使われたのか、それから地域的にはこれは利用の差があったの

かどうなのか、そのあたりを教えていただけたらと思います。 
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○杉山公共交通課長 ワクチン接種タクシー移動費補助金についてです。利用人数につきまして

は、高齢者の方と障害者の方を対象としておりましたが、高齢者の方が２，９３０名、それから

障害者の方は９４名になります。 

 この補助金につきましては、高齢者の方や障害者の方が１乗車２００円で利用できるようにタ

クシー事業者に補助するものですから、補助件数としては２，２７５件、高齢者については２，

２７５件になるんですが、こちらについてはタクシー事業者への件数になります。 

 地域ごとの利用については、今手元に資料を持ち合わせておりませんので、後で報告させてい

ただきます。 

○中西委員 地域の母数の関係もあるとは思うんですけど、例えば吉永の北部なんかは人口少な

いですから利用者の絶対数が少ないと。しかし、絶対数は少ないんですけど、利便性ということ

で求められて利用されたのかなと。そういったようなことが、少し分かればいいなと思います。

そういう実態がどうなのか、分かれば教えていただければと思います。 

○杉山公共交通課長 後ほど資料として提出させていただきます。 

○尾川委員 １３３ページ、負担金補助及び交付金、生ごみ処理容器購入費補助金で２７万７，

４００円が出とんですけど、その容器の分類というか、どういうものがどの程度、令和３年度で

出たんかと。それと、奨励策について、やはりクリーンセンターの負担を減らすためには生ごみ

を減らすというのが一番かなという感じはするんですけど、数値とお考えをお尋ねします。 

○野崎環境課長 生ごみの処理をするために、どういったものがあるか、地上設置型コンポスト

容器、ぼかし等の容器、あとバイオ利用分解消滅型容器、加熱型容器、あとは段ボールコンポス

トというのがございます。 

 このうち、地上設置型コンポスト、ぼかし等の容器が２２件、それからバイオ利用分解消滅型

容器と加熱型容器を合わせて１０件、それから段ボールコンポストが２件となっております。 

 今後の、これの補助金に関する方針ですが、当然、こういった形でごみの減量化に協力をして

いただけるツールということで、いろいろ方法は考え、周知はしていきたいと思っております。 

○尾川委員 今、数値を聞いて、コンポスト型、それからバイオと、それから段ボール型という

のが結構、２件というのは設置するところがない人が設置、使うということになると思うんで

す。意外と２件というのは少ないんですけど、そのあたりは何かお考えというか、私見という

か、見方というのがあるんですか。 

○野崎環境課長 これは個人差があろうかと思います。効果とすれば、この段ボールコンポスト

でも十分役割は果たすのかなとは思います。ただ、見た目がただの段ボールなので、なかなか効

果がなさそうに見えるのかなというので、少ないのかなと感じております。 

○石原委員 市営墓地ですけど、令和３年度で言えば、墓じまいとかでお返しになられた件数は

どれぐらいでしょうか。 

○野崎環境課長 かなりな件数が返還はされております。返還のときに、市営墓地については返
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還金がございます。 

 永代使用料等還付金とございまして、返還に伴って、もともとお支払いしていただいた額の一

部をお返しするという制度がございます。こちらが、令和３年度、合わせて１６件の返還を受け

ております。 

○石原委員 それから、市営墓地全体として荒廃しとるというか、放置されとったり、荒れて、

所有者がどうのとか、そういうような状況というのはどうなんでしょうか。適切に管理されとん

でしょうか。 

○野崎環境課長 市営墓地たくさんある中で、お墓が建っているのに管理をされていない墓地、

区画がございます。そうしたところは、まず利用されている方が管理をしていただくという義務

がございます。ですから、まずうちのほうとすれば、連絡先等を最初に聞いているので、そちら

に連絡をして、まずはお願いをする。その次に、既に管理者がいない、もう分からなくなってい

るというのもございます。そうしたときには、まずは管理者と思われるだろう、一番近いだろ

う、管理をすべき人だろうという方にお願いをする。それでも、その人がしていただけないとい

うことになった場合、最悪、こういうことをやってもよろしいかというので通知をした上で、周

りの区画に迷惑をかけているのであれば、何かしら、市のほうで対応せざるを得ないのかなとは

考えております。 

○石原委員 傾向とすれば、令和３年度においては、だんだんとそういう働きかけをされたり対

応されたりという、せんといけんお墓がどんどんどんどんやっぱり増えてはきておるという状況

なんでしょうか。 

○野崎環境課長 増えておるというか、今、出だしたというような感じです。 

○森本委員長 ほかには。１３３ページまで、いいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次、１３２ページの４目公害対策費から最後、２０７ページまで、公害対策費と清掃費、飛ん

で積立金で、２５節中のごみ処理施設整備基金積立金が範囲です。 

○尾川委員 １３５ページで、委託料で急速充電器保守管理委託料２６３万３，４００円、これ

は昨年と同額で計算されとんですけど、市内６か所という理解しとんですけど、よう詳しいこと

は分からんのですけど、利用者数の動向というんか、それとそれから委託先というのを教えても

らえたらと思うんですが。 

○野崎環境課長 委託先は、ミントウェーブという東京の会社になります。 

 利用についてなんですが、今手元にないので、後ほど報告をさせてください。何件という形で

よろしいでしょうか、利用が。 

○尾川委員 それと、昨年と比較して増えていきょうんか、減っていきょうんか、その６か所

で、細かいことを聞かんでええんですけど、雰囲気として、利用するところ、どこが本当、もっ

と増やさないけんところがあるとかというふうな課題を把握しとったらその点、話をしてもらえ
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たらと思う。 

○野崎環境課長 あわせて、資料を作ります。少々お待ちください。 

○中西委員 １３８ページのし尿処理費の需用費ですけど、この不用額について教えていただき

たいと思います。 

○野崎環境課長 不用額１４０万５，２３１円で、主なものについては修繕料が想定しておりま

したほど発生しなかったというか、そこまで必要がなかったということ、あとは光熱水費が水道

代について想定よりも少なく済んだというところでございます。 

○中西委員 続きまして１３６ページの塵芥処理費の需用費、この不用額が支出済額から見ると

１割を超えているんで、理由についてお尋ねをさせてください。 

○野崎環境課長 こちらも修繕料が減となっております。 

 施設の修繕として、クリーンセンター、それから最終処分場の修繕費がそこまで必要になかっ

たということと、あと同じように光熱水費、こちらのほうも想定よりも少なく済んだというとこ

ろでございます。 

○立川委員 １３５ページの１３節委託料、沈殿物の処理委託料、これが昨年対比でも半分ぐら

いに減っております。あわせて、不用額も出しておられます。理由は、沈殿物の発生量が見込み

を下回ったためという理由で不用額も発生をさせておるんですが、この辺の事情について、これ

は多分ウエートで料金払うんだと思うんですが、その辺もひっくるめて御説明いただけたらと思

います。 

○野崎環境課長 これは先ほどの坑水処理場で中和処理をする過程で発生する汚泥の処分です。

こちらについては、運搬委託、それからその処理自体の委託をこの委託料で賄っております。 

 単純に、汚泥が少なかったら安くなるし、汚泥が多かったらもちろん高くつくという性格のも

のです。 

 この３年度におきましては、その量自体が、台風等の影響も備前市のほうではおかげさまで少

なくて、その処理自体の量が少なくて済んだ。発生する汚泥が結果的に少なくなったというとこ

ろでございます。 

 これについては、ちょっと天候任せというところもございますので、例えば年度後半に大雨が

降ったらそこでどんと増えるということにもなりますので、最後まで取っておいたというところ

でございます。 

○立川委員 半分以上減って、さらには沈殿物の発生量が下回ったから不用額も出たと、そうい

う解釈でよろしいわけですね。 

○野崎環境課長 ここに上げているその不用の理由として沈殿物を上げている、これはウエート

が一番大きかったというところで、ちょぼちょぼそのほかの部分で減っているところというのは

ございます。 

○立川委員 続けてなんですが、その２つ下の自動車騒音常時監視業務委託料、これも２割ほど
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上がっているんですけど、場所と委託先を分かる範囲で結構です。 

○野崎環境課長 ３年度につきましては、国道２号、それからプラスアルファで、すいません、

手元に今資料がないので、これはちょっと時間いただいてよろしいでしょうか。また、後ほど報

告させていただきます。 

○立川委員 分かりやすいポイントでも入れていただいて、後日で結構です。 

 委託先も分かりませんか。 

○野崎環境課長 委託先はアセス株式会社というところでございます。 

○立川委員 アップの原因は何やったんですか。２割ほどアップしていますので。場所が増えた

んでしょうか。 

○野崎環境課長 まずは、この自動車騒音については、面的に年度ごとに潰していくというか、

持ち回りといいますか、何年度かで備前市全体を大体把握するようなことができんかなというの

で回しております。その中で箇所数が減るとか増えるとか、あの金額が高くなるとか減るとかと

いうところはございます。毎年同じ金額ということにはならないということになっております。 

○石原委員 １３９ページの塵芥処理費の中の１５節工事請負費、クリーンセンター備前焼却施

設改修工事の内容というか、どういった改修か。 

○野崎環境課長 焼却炉の耐火物の修繕、それからごみを焼却炉に入れるためにクレーンを使う

んですが、そのクレーンの整備、それから炉の下にあるコンベヤーのチェーンを修繕しておりま

す。あとは、ごみホッパー室の手すりの修繕となっております。 

○石原委員 近隣の自治体の方からお聞きしたことがあったり、それから他の自治体のホームペ

ージなんかで、可燃ごみによからぬとんでもないものが紛れ込んで、そのために炉を傷めたり、

さっき言われたコンベヤーが下手したら止まったりというようなトラブルをお見かけしたり聞い

たりするんですけど、備前市はどんなんですかね。 

 いろんなものが紛れ込んだりはあるんでしょうけど、市民の皆さんにたちまち改善を呼びかけ

たり、そんなレベルでもないのか。でも、やっぱりトラブルが時々あったりするのか。 

○野崎環境課長 焼却炉に入れるごみについて、市民の方が分別をせずにむちゃくちゃなものを

入れているかどうかということですけども、私の個人的な感覚とすれば、大きなそういう事故は

今のところはないので、皆さん分別についてはある程度御理解、御協力をいただいているのかな

という認識です。 

 しかしながら、ゼロではございません。やっぱり変なものが混じっていることはございます。

今後とも、備前市の場合は９種２３分別としておりますので、その辺の徹底周知を図りたいと考

えております。 

○尾川委員 不法投棄の対策というか、結構あったりして苦情を市民から、取りにけえというて

叱られることがあるんですけど、そのあたりの考え方、いろいろ行政評価シートとか、それから

何やかんや質問させてもって、備前シティーの何やら総合計画まで持ってきたんじゃけど、まず
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その辺を教えてもらったらと思うんですけど。 

○野崎環境課長 なかなかなくならないのが不法投棄です。まず、県外から持ってくるような方

については、これはもう当然警察にお願いをするような案件だろうと考えております。残念なが

ら、市民の方が不法投棄をするということでしたら、これは当然抑止をする方法を考える。ま

ず、市として、先ほどもお話しさせていただいたごみの分別、その辺の周知はもちろん、あとは

環境衛生指導員さんもおられますので、そういった方と協力をしてそういった抑止に努めていき

たいと考えております。 

○尾川委員 今、墓の話で、あるのに墓地が足らんという考え方もあって、今、墓じまいでとい

うて１６件あるという現状がある。そのあたりで、この総合計画を見ても、まだ造るというふう

に理解しとんじゃけど、どんな感じなんですか。 

○野崎環境課長 墓じまいについては、最近の傾向なので、以前はそんなことは考えもつかなか

ったところでございます。当然、そういったことがこれから常態化するということになったら、

それに合わせて計画は考えなければいけない。個人的な意見ですけれども、今、市営墓地に限っ

ては返還される方が多い。申込みをされたら、どこかは空いているという状況なので、新しく市

営墓地を造る必要も今はないのかなと認識をしております。 

○森本委員長 そしたら、以上で前半部分の質疑を終了いたします。 

 説明員入替えのため暫時休憩します。 

              午前１１時５９分 休憩 

              午後 １時００分 再開 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 次に、保健福祉部に関しての審査を行います。 

 念のために、所管別分類表の審査する課名について申し上げます。 

 保健課、新型コロナウイルスワクチン対策課、介護福祉課、共生のまち推進課、社会福祉課、

こども家庭課ですので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、歳入から行います。 

 決算書は２２ページを開いてください。所管別分類表は８ページです。 

 歳入で、審査範囲は２２ページ、民生費負担金から２９ページの手数料で３目衛生手数料まで

を範囲といたします。２２から２９です。 

○中西委員 ２２ページ、民生費負担金、老人福祉総務費負担金、老人ホームの入所費用徴収金

というのがありますけども、ここでは収入未済額で、過年度の滞納繰越分というのが上がってい

るわけですけど、これは養護老人ホームと思うんですけども、一般的にどうしてこのようなこと

が起こるのか、負担が家庭にとって大きいのか、何らかの理由があるんだろうと思うんです。そ

の理由について、お聞かせ願いたいと思います。 

○梶藤介護福祉課長 養護老人ホームの入所費用に関する御本人さんの負担について歳入してい
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る分になります。 

 歳入につきましては、その方御自身の収納状況に応じて毎年７月に見直しをさせていただいた

分を収入している額になります。 

 収入済額については、そこに記載のとおりなんですけども、未済額についても御負担をいただ

いている方またはその扶養義務者の方に対しての収入に対する負担をお願いしているところであ

ります。 

 収入の負担については、その方の所得の状況に応じて負担していただく額を国の示す方法によ

って算出して出しておりますので、御負担される金額につきましては個人差があるものではない

と思っております。 

○中西委員 たしか、養護老人ホームの入所の費用徴収についての所得の算定につきましては、

その高齢者自身だけではなくて、同居の世帯の方も含めた収入認定が行われて、費用徴収が行わ

れるということになるわけです。 

 そうすると、高齢者の方自身の収入だけでは賄えないものが出てくると。つまり、世帯を共に

する方の支援がなければこの費用は払えないということになってくるんだと私は思うんです。そ

うすると、その分が、私は重い負担になっているのかなと思うんです。 

 一般的に、養護老人ホームに入っておられる方が滞納というのはなかなか考えられない。何ら

かの理由がそれぞれあるんだろうと思うんですよ。その理由について、何か調査をされたり、あ

るいは徴収する方に対しての説明なり、あるいは徴収の方法というのはどのようにされておられ

るんでしょうか。 

○梶藤介護福祉課長 お支払いの説明と依頼は順次させていただいている中で、御本人の収入を

管理されている御家族がその御家族の家庭の事情で払えないということがあるということです。 

 実際には、支払いに関しては少しずつ分割して支払っていただいているという状況もあります

ので、今後につきましても、御家族とお話合いをしながら回収できるように努めてまいりたいと

思います。 

○中西委員 人数としては何人ぐらいの御家族の方が未納、滞納になっているんでしょうか。 

○梶藤介護福祉課長 ３年度につきましては６名の方の未済額になっております。 

○立川委員 ２４、２５ページ、同じく衛生費の負担金で１節保健衛生総務費負担金で、未熟児

の養育医療費徴収金が１５万３，６５０円決算されているんですが、これは減少傾向にあるんで

しょうか。というのは、これは何人分ぐらいの徴収金になるんでしょうか。ち 

○中野こども家庭課長 ３年度の未熟児養育医療の利用者が実績で、子供さんでいいますと５件

分でございます。 

○立川委員 傾向とか、そこら辺のこれは多分皆さん病院だと思うんですけど、今、在宅の未熟

児さんも増えているとお聞きはしているんで、そこらあたりの御説明をいただけたらありがたい

なと思います。 
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○中野こども家庭課長 こちらの未熟児養育医療は、身体の発育が未熟なままで生まれて、医師

が、その出生後、入院を必要と認めた乳児に対して必要な医療費を公費負担するものでございま

すが、こちらはその年度年度で必要となる方が違いますので、年度ごとの推移といいますか、そ

ういった傾向を申し上げるのは難しいと思っております。 

○立川委員 当然、年によっても違うでしょうし、医師の認定が要るんですけど、医療費の補助

率は何ぼでしたっけ。 

○中野こども家庭課長 国庫が２分の１、県が４分の１でございます。 

○中西委員 ２８ページの衛生手数料の保健衛生手数料ですけど、この登録手数料とか交付手数

料というのは犬の関係でしたかね。最近、テレビとかマスコミでは放置の猫だけじゃなくて、放

置する犬の問題までいろいろ出ていますけども、登録というのは増えてきているんでしょうか。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 保健衛生手数料は、犬の登録料と予防

接種の料金です。犬の場合は、狂犬病予防法で飼い犬については市に登録が義務づけられていま

すので、今現在、令和４年３月末で１，７９０匹、備前市には登録があります。 

 一昨年前は１，７５５匹だったので４０匹程度増えている状況です。 

○中西委員 大体、備前市内に住んでいる犬の総数のうちの大部分が登録をしていると思っても

よろしいんでしょうか。かなりの部分が残っていますよ。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 登録が義務づけられておりますので、

登録していただいていると思っております。 

○森本委員長 次に、行かせていただいていいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次が、２８ページ、２目の衛生費国庫負担金から３７ページの２目の民生費委託金までを範囲

といたします。 

○中西委員 ３０ページの衛生費国庫負担金、ここで予防費負担金というのがありまして、新型

コロナウイルス予防接種健康被害給付費国庫負担金７万５，１００円、つまりワクチンを打って

何らかの被害が及んだということで、国庫による補償がされるということなんですが、これは人

数と、７万５，１００円ですからそんなに大きな被害ではないだろうと思うんですけども、人数

は何人ぐらいだったんでしょうか。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 接種直後に、アナフィラキシーショッ

クにより入院された方が実績１名ございました。この費用は、医療費と、あと医療手当の合計

で、同額を本人さんに給付しております。 

○中西委員 ちなみに、１泊入院して手当てというのは幾らぐらい出るんでしょうか。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 今、手元に資料がございませんので、

調べて後ほど報告いたします。 

○中西委員 ３２ページ、民生費国庫補助金、社会福祉総務費補助金、新型コロナウイルス感染
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症セーフティーネット強化交付金というのがありますけども、これはどのような使われ方をし

て、どのような成果があったんでしょうか。 

○新庄社会福祉課長 コロナ対策の新規事業となっておりまして、新型コロナウイルス感染症の

長期化に伴いまして、就労による自立を図るための支援金ということで、総合支援金の再貸付け

が終了しました世帯に対しまして補助するものでございます。 

 １人世帯の場合には１か月６万円、２人世帯の場合には１か月８万円、３人以上の世帯につき

ましては、１か月１０万円を３か月間、交付するというものでございまして、国から１０分の１

０の補助を受けて実施をしておりましたが、なかなか国の基準が厳しかったもので、実績としま

しては、３年度の決算額としましては支払いは７８万円ということで、かなり見込みを下回った

という結果になっております。 

○中西委員 これはたしか基準が大変厳しかったと思っているんですけど、今最後に厳しかった

けど７８万円の支払いだったと。だけどここで交付金は３０４万４，０００円が出ているんです

けども、これはどのように見ればいいんでしょうか。 

○新庄社会福祉課長 交付金の超過額２２５万４，０００円につきましては、令和４年度中に返

還することとなります。 

○中西委員 でも、ここの決算書ではこのお金は使ったという形で出てきているんですけど、返

還は、もう使っているんだから、逆にする必要がないということなんですけど。 

○森本委員長 これは歳入。 

○中西委員 歳入か。大変すいませんでした。 

○尾川委員 ３３ページ、民生費国庫補助金で児童福祉総務費補助金、児童虐待ＤＶ対策等総合

支援事業費補助金、歳出を見にゃあいけんのんでしょうけど、これがかなり多額というか、補助

金が増えとんですけど、何かそういう基準が変わったとか、そういう事案が増えたとか、その辺

を説明してもらいたいなと思うんですけど。 

○中野こども家庭課長 例年の補助金に加えまして、要保護児童対策協議会の全国の市町間、自

治体間の情報連携ということで、システムの改修がこの年当てられているために増額となったも

のです。 

○尾川委員 結局、そしたら国の方針でいろいろ手当てをせえということで、事案があって対応

するというんじゃなしに、最近新聞でこういうことが結構出てきとるから、そういうふうな、重

視して対策を立てていきなさいよと解釈したらええんですか。 

○中野こども家庭課長 いろいろ虐待の事案がありますけれども、転入転出が、住所を他県、他

市に移したときに情報がうまく、行った先の自治体に伝わらないということも問題になっており

ましたので、そういったことを解消するためのシステム改修です。 

○尾川委員 歳出を見りゃあええんでしょうけども、事業でそれだけそれはこなしていって、件

数なんかもあまり公表できんのか、あまり聞いたことないんですけど、そのあたりの動向という
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のはどうなって、公表できる範囲内でええんですけど、どういう現状なんかなと。 

○中野こども家庭課長 備前市で要保護として登録されている児童さんの件数、要支援というそ

のものも含めまして、大体１１０件から１２０件程度でずっと推移をしているような状況です。 

 特に、急に増えたとかということは、ここ何年かでは特に感じてはおりませんが、担当のほう

と、しっかり学校等と連携をしまして支援を続けているような状態です。 

○尾川委員 特に、ＤＶに絞ったときにどんな状況、かなり県外に避難というか、地元でちょろ

ちょろ動くんじゃなしに、結構広域な動きがあるようにお聞きしとんですけど、やっぱり備前市

なんかでもそういう傾向にはあるんですか。 

○中野こども家庭課長 ここ近年の傾向というものではありませんが、確かに、こども家庭課で

把握できるのはその御家庭にお子さんがいらっしゃった場合のケースでしか分からないんですけ

れども、年に数件はそういったようなことで転入してこられる方、またよそへ出ていかれる方が

いらっしゃいます。 

 その場合、女性相談所なり児童相談所と相談して、対応をそのときにさせていただいていると

いう状況です。 

○中西委員 ３２ページの民生費国庫補助金、児童福祉総務費補助金、収入未済額が３８１万

１，０００円出てきているんですけど、これは何か年度をまたがった事業があったんでしょう

か。理由をお聞かせ願いたいと思います。 

○中野こども家庭課長 こちらが、３年度にありました子育て世帯への臨時特別給付金給付事業

の金額でございます。こちらについては、年度を越えて給付するような事例がございまして、繰

越しの措置をさせていただいております。 

○中西委員 繰越しになっているんでしょう。 

○中野こども家庭課長 この時点では実際の件数が未定でございましたので、こちらは児童１人

につき１０万円の給付ですから、３８名分を見込んで残した形でございます。 

○中西委員 ３４ページの民生費国庫補助金の児童福祉施設費補助金、放課後児童支援員等処遇

改善臨時特例事業補助金、これは実際にはどのような形で配ったと、その結果、１人当たり幾ら

ぐらいの処遇改善につながったのか、つながるのか、教えていただきたいと思います。 

○中野こども家庭課長 処遇改善の臨時特例事業ということで、令和３年度は２月分、３月分の

事業費が上がっております。 

 国の補助については１０分の１０ということでございますが、市内各クラブにこういう補助金

があるということで打診をしまして、それぞれのクラブさんのほうで運営委員会なりでお話をし

ていただき、国の基準というものが、常勤１人につき９，０００円程度の賃金、月額９，０００

円程度の賃金アップということでしたので、それができるクラブについて申請をしていただいた

ということでございます。 

 実績については、４クラブの申請がございました。 
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○尾川委員 関連で、今言う事業、要するに処遇改善の臨時特例事業補助金というのが、これは

１００％本人に渡るんですか。児童クラブというか、その箇所によっての運営でということは市

にはできんわけ。 

○中野こども家庭課長 支援員それぞれに支給する賃金についての補助金ですので、クラブでス

トックするとか、そういうことはありません。 

○尾川委員 行政評価シートを見させてもらって、安心して暮らせるまちで、健康福祉で子育て

支援の充実という項目の中で、安心して子供を産み育てることができるまちと思う市民の割合

が、令和３年が４２．６％と、目標が４６％ということで、施策のＰＲを効果的に行うなど広報

活動を強化し目標値に近づけたいというふうなことなんですけど、もうちょっと踏み込んだ具体

的な何かその活動というのを説明していただけたらと思うんですけど。 

○中野こども家庭課長 なかなか難しいところとは思いますが、確かに他市の状況とかを見まし

ても、備前市、出産祝い金でありましたり、子供医療費の無償化でありましたり、保育園につい

てもいろいろ施策を展開している中で、他市の状況に負けてないといいますか、しっかりさせて

いただいているのではないかとは思います。 

 やはり、それが子育て世帯、実際に住んでいらっしゃる方にはどういった支援策があるかとい

うのは分かっていただいているとは思うんですけれども、その子育て世帯以外の方にも、こうい

ったことをしているといったようなことが、今後は伝わるように、ホームページの見直しを考え

ておりましたり、また今年度はこども応援フェスタ等のイベントの機会を通して施策のＰＲ等を

草の根的にもしていきたいと考えております。 

○尾川委員 それで、具体的に放課後児童クラブの支援員の処遇改善を含めて、この行政シート

の右側に放課後児童クラブの利用者数ということで、これの受入れ体制をさらに強化するという

ことで、処遇改善とこのあたりとの関連というのはどうなんかなと、それからコロナで閉鎖した

ところもあるし、実施していたところもあるような、違うかも分からんですけど、そのあたりに

ついて、放課後児童クラブの活動ということについて、そういう効果が、お金を手当てして効果

があったんかなということから、何か説明してもらえたらと思うんですけど。 

○中野こども家庭課長 確かに、備前市は保育園、こども園が無償化しているということで、働

く親御さん、お父さん、お母さん含めて、増えていらっしゃるんではないかと思います。その流

れで、小学校に入ったときに、当然、学童保育というか、放課後児童クラブの利用もしたいと、

そういったニーズは増えていると思います。 

 ただ、やはり十分な子供さんを見守り、見ていくその体制をするには、支援員さん、人員の確

保というのが、支援員の人員確保というのは絶対必要なものですから、そういったところからは

処遇改善といったような、今回補助金もありましたけれども、入ったことで、しっかりそういっ

た賃金面での待遇も考えて体制を取れるように、子供さんを見られる体制を取られるようにして

いけたらなと思っております。 
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 コロナのときに、２年度、３年度で緊急事態宣言等で閉めたところ、またやはり感染を恐れて

なかなか渋ったようなクラブもございましたけれども、その辺はしっかり行政から説明をさせて

いただいて、必要なお子さんに保育が届くような形で大体のクラブに開けていただいたような状

況です。 

○尾川委員 物すごく踏み込んだ質問なんですけどね、要は手当てしたけどその効果があったん

ですか、こういう中途半端な金額やこうあまり役に立たんと言われとんか、それともやっぱりこ

れはもろ手を上げてこういう処遇改善は確かに効果はあるよと見られとんかどうか。 

○中野こども家庭課長 実績は４クラブでございますけれども、この補助金の話をきっかけに、

それぞれのクラブでお話をしていただいて、国の基準には満たないけれども、３％程度の賃上げ

をしようと取り組んでくださるクラブさんは、全部のクラブで考えてくださっていますので、い

いきっかけになったと思っております。 

○尾川委員 要するに、市として、これが効くんならもっと効くようにアップすりゃあええなと

いう考えじゃけど、そういう方策が加熱するという、ニンジンでつるような話をしたらいけんの

やけど、そうすりゃああれかなというのがあって、その辺の兼ね合いというんがあると思うん

で、費用対効果があると思うんで、それは問題指摘として指摘させてもらいました。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 先ほどのコロナワクチン接種後の健康

被害の給付費についてですが、１件の実績が、入院が２日間でありましたので、３日以内の入院

に対して医療手当が３万５，０００円支給されています。プラスで医療費が４万１００円ありま

したので、合計で７万５，１００円の補助になっています。 

○森本委員長 ほかにありませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次は３６ページの県支出金から５１ページの財産収入、財産運用収入までを範囲といたしま

す。別紙１を参照にしてください。 

○立川委員 ４０ページ、県支出の民生費県補助金で１節の社会福祉総務費補助金、重症心身障

害者のレスパイトサービスということで、レスパイトサービスというのがどんどん出てきていま

すが、介護者のための制度だと思うんですが、御説明をいただけたらと思います。 

○新庄社会福祉課長 重症心身障害者を在宅で見ておられる方が、レスパイト、一休みといいま

しょうか、息抜きといいましょうか、家族の方のそういった小休止ということを目的に、一時的

に対象の方を短期入所として預かるというサービスに対する県からの補助金になります。 

○立川委員 通所訪問短期入所は、先ほどおっしゃいましたようにあると思うんですが、この重

症心身障害者のレスパイトもケアプランが必要となるんでしょうか。 

○新庄社会福祉課長 介護保険で言うケアプランというものが必要になりますかということなん

ですが、やはり利用する際には提出していただくようになるという形です。 

○立川委員 条件としてやっぱりケアプランが必要ですよということになってくれば、老老介護
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とか、認認介護とか、介護される方のほうも条件がどんどん悪化してきています。介護する人た

ちのケアプランも必要なんでしょうけど、その方たちに介護認定的なものも必要になるんでしょ

うか。大変重たい負担になりつつあると思うんですが。 

○新庄社会福祉課長 対象の方は、事前に何日利用できますよという日数が決められておりまし

て、その範囲内で利用をされとるというところです。 

○立川委員 また、詳しいことは別の機会にお尋ねをします。 

 こういう制度をもっと広報されて、介護者の方の一休みといいますか、一時中断といいます

か、こういうことでリフレッシュしてくださいね、家族会がありますよ、介護カフェ的なところ

で一休みしてください、どんどんそういう形で広報していただけたらと思うんですが。 

○新庄社会福祉課長 障害者の相談員さんが市内で十数名おりまして、そういった方々に相談を

した際にも、こういったものがありますよという情報提供はしていただいとるかと思います。 

 窓口のほうでも、そういった案内はさせていただくんですが、ここ数年はコロナの関係がござ

いまして、施設側のほうから少し利用を控えていただきたいというようなこともございまして、

近年、ここ二、三年は少し利用者の方々が少ないというような状況になっております。 

○中西委員 ４０ページの衛生費県補助金、保健衛生費総務費補助金の小児医療費補助金が計上

されているわけですけど、県は年齢は区切ってあるんでしょうか。 

○中野こども家庭課長 県の補助対象分は、お子さん就学前までと小学生の入院のみが対象とな

っております。 

○森本委員長 ほかにありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、５０ページの寄附金から民生費寄附金、３目民生費寄附金から５３ページの繰入金、２

０目後期高齢者医療事業特別会計繰入金までを範囲といたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次が諸収入５６ページから６７ページまで、５６ページ、４目の高齢者住宅整備資金貸付金元

利収入から６７ページ最後、雑入まで、別紙２を参照にしてください。 

○中西委員 別紙の２、電話使用料、老人福祉電話使用料、介護福祉課、この２４０円は何なん

でしょうか。 

○梶藤介護福祉課長 老人福祉電話につきましては、市が３０通話までは負担をさせていただい

ているんですけども、それを超える分につきましては個人負担をいただくということで、３年度

につきましては２４０円、使用料が市の負担よりも増えたということで歳入をさせていただいて

おります。 

○中西委員 要は、３０通話までは市が負担しているということで思うと、あまり利用頻度がな

いと思ってもよろしいでしょうか。 

○梶藤介護福祉課長 歳出でも出てくるんですけども、老人福祉電話の市が負担している分につ
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いては、たしか１万９，０００円ぐらいだったと思います。今御利用されている方がお一人のみ

ということで、歳入も歳出もお一人のみの実績になっておりますので、使用頻度については確か

にお一人のみということで、低いと思います。 

○立川委員 ５６、５７ページ、貸付金元利収入、４目の高齢者住宅整備資金貸付金元利収入、

５目の災害援護資金貸付金元利収入、予算額２，０００円で、調定はもっとあるんですが、全く

入らなかったという、事情があるんでしょうけど、この辺の２件について、当初２，０００円の

予算に対する対応額、それから今後の事情が分かれば御説明いただけたらと思います。 

○梶藤介護福祉課長 高齢者住宅整備貸付金の元利収入の分ですけども、歳入の見込みが、今後

見込めない状況ではありますけども、一応予算上は上げさせていただいております。 

 この未収入についてですけども、現在、既にもう御本人さんがお亡くなりになっているという

ことで、未収入については今後の見通しが今ついていない状況にあります。 

 今後は、条例化される条例に従って整備をしていくことになるかと思っております。 

○新庄社会福祉課長 災害援護資金貸付金のほうになりますが、自然災害により被害を受けた世

帯への災害援護資金の貸付けということになっております。 

 先ほど、梶藤課長が説明したような内容とかぶってしまうようになりますが、御本人さんが亡

くなられておりますとか、御家族の方も亡くなられておる、あるいは消息が分からないといった

ところで、なかなか回収のほうができておりません。こちらにつきましても、今後も捜査とかし

ながら回収できるように努力してまいりたいと考えております。 

○立川委員 本来の決算処理であれば、償却資産ということで落とされるのが筋じゃないかと思

うんですけど、本人死亡、それから御家族も死亡というようなところで、ほかの財産があれば押

さえたりするんでしょうけど、なければさっき梶藤課長がおっしゃったように、条例化する前

に、せめてそういったのが分かっているのに予算額を上げるとか、決算上はどうも償却資産で処

理をいただきたいなと思うんですが、その方向で検討いただけることは可能でしょうか、それと

もずっとこのまま上げられるんでしょうか。 

 答えは結構です。希望でお願いをしておきます。不良資産になった場合は早めに償却資産とし

て会計上、処理をいただけたらと思います。 

○森本委員長 そしたら、終わらせていただいていいですか、歳入。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 歳出のほうへ移らせていただきます。 

 決算書７２ページを開いてください。所管別分類表は１０ページです。 

 最初、ごめんなさい、細かく行きます、７２、７３、一般管理費のところです。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次、社会福祉総務費、１０２ページから１０７ページ。 

○中西委員 １０４ページの社会福祉総務費の中で負担金補助及び交付金、専任手話通訳者会負
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担金というのがあります。これに関連しながらお伺いをするんですが、会計任用職員で言語手話

通訳士の方がおられるわけですけど、コロナで行事がいろいろ中止になったりはしているとは思

うんですが、行事によっては、この年度はそういう通訳士の方が出番があったかどうか、あるい

は今度、今後コロナ禍も緩和されてくる中で、そういう行事のときには言語通訳士の方の出番が

出てくるような場所はやっぱりつくっていく必要があるんじゃないかと思うんですが、その点で

は３年度はいかがだったでしょうか。 

○新庄社会福祉課長 手話教室というものを毎週月曜日の夜に開催しておりまして、講師の先生

の方にはお越しいただいて教室を開催していただくんですが、サポートスタッフということで、

この職員にも出ていただいております。また、市内のこども園、小・中学校等で通訳が必要にな

った場合は、事前に御連絡をいただいて参観日等に出向いて、通訳をさせてもらったりというの

もしております。 

 また、今回、３年ぶりにふれあい福祉まつりが開催されますが、そこでも手話教室というもの

を開催する予定としております。 

○丸山委員 同じ１０５ページの１節の報酬、障害認定審査会の委員報酬、認定基準というのが

細かくあるのかどうかというのが知りたいのと、あとメンバーですとか人数がどのくらいおられ

るのかなというのが分かれば。 

○新庄社会福祉課長 認定の基準につきましては、たしか６段階あったかと思います。ちょっと

うろ覚えなので、後で確認をさせていただけたらと思います。 

 委員につきましては５名の委員で、基本、毎月開催する予定としておりますが、案件がなかっ

た場合は開催しないという月もございます。 

○丸山委員 先ほど６段階という言い方はされたんですが、詳細的なものがいただければうれし

いんですが、難しいでしょうか。 

○新庄社会福祉課長 区分１から区分６まで、やはり６段階あるんですが、この区分１が、どう

いった方が対象か、６がどういった方が対象かというものにつきましては、また改めて提出させ

ていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○中西委員 １０６ページの社会福祉総務費、負担金補助及び交付金、住民税非課税世帯に対す

る臨時特別給付金３億５，２８０万円という金額が出ています。これは、コロナに関わる給付金

だと思うんですが、この臨時特別給付金を交付したその効果といいますか、成果というのはどう

なんでしょうか。 

 といいますのは、先般もこういった国の臨時交付金について、内部検証がなされていないとい

うのが全国の自治体の中で圧倒的にされていない。事業が終わってからやるんだとかという新聞

報道もありましたけども、うちの備前市なんかではどうなんでしょうか。 

○新庄社会福祉課長 これは備前市だけに特化したものではないかと思いますが、やはりコロナ

の絡みでこの臨時特別給付金、これは１世帯１０万円になるんですが、これ以外にも社会福祉協
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議会の貸付けでありますとか、数多くの支援策があります。数字で表れておりますのは、やはり

生活困窮による生活相談件数でありますとか、生活保護に至る件数でありますとか、そういった

ものの件数がやはり減少しておるというところで、こういったものは有効に活用されとんかな考

えております。 

○中西委員 給付した後、アンケートだとか聞き取りだとか、全数調査でないにしても一定の、

どういう使われ方をしたとか、調査をされるお考えはないんでしょうか。 

○新庄社会福祉課長 今年度、国の調査でそういった家計調査という調査があったんですが、や

はり各家庭の中を探っていくというような形で、なかなか協力が得られないということもあった

ように聞いております。 

 どういったものに使ったかとかというものにつきましては、できるものは調査し、研究してま

いりたいと思います。 

○中西委員 特に、ここは住民税非課税世帯に限って線が引かれていると、住民税非課税世帯よ

りちょっと上の人は対象にならないと。逆に言えば、そこは不公平感も出るところがあるんだろ

うと思うんです。やはり、何らかの形で、ここは行政が行った施策の評価あるいは検証というの

は、これは社会福祉課だけじゃなくて、備前市の財政全体の中でのコロナに関わるやっぱり検討

というのが必要ではないんだろうかと思いますので、担当課としても、またいろんな部なり他の

部署とも連携しながら検討していただきたいということをお願いしておきたいと思います。 

○尾川委員 時間外勤務と休日勤務のことについて、表をいただいとるのが３年と２年の比較も

あるんですけど、特にこの保健課、新型コロナワクチン対策課等、推察はできるんですけど、極

端に１人当たりの時間外、休日時間が１１６．２というデータになっておりまして、今日も１１

月１日で異動が出たらしいんじゃけど、そんな臨機に対応できるんでしたら、こういうのも結構

対応を速やかにやりゃあ、それは１００％移って素人がその業務を遂行できるかというのは、素

人でも分かるんですけど、そういう対策というのは取っとられるんですか。それとこの数字をど

う見られとんかなあというの、１人当たりの１１６．２という時間数というのはどのように捉え

られとんですか。 

○森保健福祉部長 時間外が１１６．２というのはかなり時間的には長い時間だと思っておりま

すけれども、コロナのワクチン接種等開始に伴って、市町村、自治体でしないといけないという

ことが決まっとる中で、限られた人数の中で市民に迷惑をかけないように事業を実施する上で、

担当職員、市の職員、皆さんに御協力いただいた中で行った結果でこういう時間外になったとい

うところでございます。 

 あとは、市全体で総務で人事をしていただいているんですけど、それで与えられた人数で、皆

で協力して一生懸命するというような形で対応はしております。 

○尾川委員 業務はこなしてもらわにゃいけんのやけど、今言ったように、８月の異動はある、

１１月の異動はある、処置やろうと思うたらできるような感じゃからね。そうしたら、臨機に対
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応というのができなんだんかなというのが、結果論じゃけどね、だけどまたこれからはコロナが

インフルとどうなるんかよう分からんけど、ちょっと増えてきょうるというような状況でね、社

会や経済もどんどん動かせと言うて動きょうるんですけど、その辺で対応も、やっぱりそれは人

をあてがやあできると単純には思わんですけど、やっぱりある程度数がおらんと、こなせんと。

そして、特定の人に負担がどんどんかかってきてというふうなことになってもね、数字的に見

て、しっかりその辺を、異動が結構かかって動くような現状じゃから、しっかり対応して、でき

る限りね、私はある程度残業があったほうがええという持論を持っとんですわ。 

 金もうけに来ょうんじゃから、監査的には残業やこうさせるなというて言うんですけど、そう

は言うてもプラスアルファがあったほうが励みになるしというふうな世間話みたいな話やけど、

その辺の対応について少ししっかりやっていかにゃあいけんのんじゃねえかなという感じが、も

う少し、なかなか動くのは大儀なと言う人もおるかも分からんけどね、そんなんでちょっと意見

聞かせてもらえたらと思う。 

○森保健福祉部長 人事の関係の部署と協力、支援しながら、こちらの現状も伝えながら、でき

る限り対応していただけるような話をしていけたらと思っております。 

○森本委員長 休憩します。 

              午後２時０５分 休憩 

              午後２時２０分 再開 

○森本委員長 委員会を再開いたしたいと思います。 

○青山委員 １０５ページの１３節委託料の中の地域生活支援事業委託料、前年の２倍ほどの予

算がついているんですが、これはどういうふうな事業で、どこへ委託されて、増えた理由が分か

れば教えてください。 

○新庄社会福祉課長 令和３年度から基幹相談支援センターの委託を始めておりまして、そちら

の増ということになっております。 

○青山委員 どのくらいな相談がありましたか。 

○新庄社会福祉課長 令和３年度１年間で９９７件の相談がございました。 

○青山委員 前年度よりも倍額になっているんですけど、これは人員が増えたとか、そんなよう

な理由になるんですか。 

○新庄社会福祉課長 基幹相談支援センターに主任相談支援専門員を委託しまして、配置してお

ります。 

○青山委員 人件費ということでいいでしょうか。 

○新庄社会福祉課長 人件費プラス事務費ということで御理解いただけたらと思います。 

○青山委員 その下の１９節負担金補助及び交付金の民生児童委員協議会の補助金、民生児童委

員は全部で何人おられるかということをまず教えてください。 

○新庄社会福祉課長 １３１名の民生児童委員に、令和３年度は活躍していただいておりまし
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た。 

○青山委員 地区別に何人かというのを、また資料いただけますか。 

○新庄社会福祉課長 後ほど用意させていただきます。 

○中西委員 １０６ページの社会福祉総務費、負担金補助及び交付金のところで社会福祉協議会

への補助金が計上されています。資料の中でも、細部にわたって社協の会計が明らかになってい

ますけども、なかなか苦しい事情だと思います。 

 社協とのそういう意味での備前市との話合いは、その後も定期的に行われているんでしょう

か。 

○文田共生のまち推進課長 社協さんとの話合いについてですが、折に触れ、補助金のことにつ

いては話合いをさせていただいております。 

○中西委員 この年度においてはどうだったんでしょう。十分だったのか、もう少し手当てをす

るところもあったのかどうなのか。３年度を振り返ってみて、いかがだったでしょうか。 

○文田共生のまち推進課長 令和３年度については、例年どおり要望は社協さんからいただいて

おりました。 

 ただ、令和２年度と比べて、金額のほうは少し減少しておりまして、これについてはやはりコ

ロナ禍で事業が滞ってしまった部分がどうしても出てきてしまったので、そういった意味で少し

少なくなっております。 

○中西委員 社協との窓口は共生のまち推進課が窓口になっているということなんですか。 

○文田共生のまち推進課長 はい。 

○中西委員 参考のために、ほかの団体との窓口というのは共生のまち推進課はどういったとこ

ろを持っておられるんでしょう。 

○文田共生のまち推進課長 特に、ほかの団体さんの窓口というものは持っておりません。 

○中西委員 この１０２ページから１０７ページにかけての共生のまち推進課に関わる数字が出

ているのは、この社協のところだけなんでしょうか。 

○文田共生のまち推進課長 令和３年度につきましては、こちらの補助金のところのみとなって

おります。 

○森本委員長 ほかにありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次、１１０ページの老人福祉費から１１７ページの児童福祉費の独り親家庭等福祉費までを範

囲といたします。 

○藪内委員 １１１ページ、１３節委託料、移動販売実証実験委託料、この報告はありましたで

しょうか。 

○梶藤介護福祉課長 ３年度から始まりました移動販売実証実験ということです。実績について

申し上げますと、昨年度１０月２９日から実証実験をスタートしまして、週２回、鴻島と大多府
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島に移動販売に行っていただいております。 

 火曜日、金曜日の週２回で、３月末までで４４回、移動販売を実施しております。こちらにつ

きましては、島の方のやはりお客さんで来られる方につきましては御高齢の方がほとんどを占め

ておりまして、大体の数でございますが、鴻島では平均で７．６人の方、大多府では１６．５人

の方が１日に平均来ていらっしゃるということで、１日平均、合計で２４人の方が平均となって

おります。 

 委託につきましては、ガソリン代、船の渡航料と人件費ということで、１回当たり３万４，５

００円を委託として支給させていただいている状況です。 

 昨年度の御利用いただいた方にアンケートも実施しておりまして、それの結果になりますが、

今後の継続についてアンケートをさせていただいている結果は、９７％の方が継続希望というこ

とで、車が移動販売で行ったときに、スタッフの方が高齢者に対する見守りだったり声かけにつ

いても御好評を得ているというふうな結果でありました。 

 やはり、渡航に関する代金だとか、ガソリン代というあたりの経費がかさむというあたりを考

慮いたしますと、今後も補助という形で出させていただくことで継続実施を図るということにな

りまして、今年度につきましては、週１回のサービスを鴻島と大多府島にさせていただいている

ような状況です。 

 やはり、地域の方のお話もお聞きしましたが、自分で買物をするという楽しみの時間であった

り、また高齢者の方がその時間には移動販売車の周りに集ってくるということで、お互いに見守

りができているということなんかの、やはり副産物もこの事業での効果ではないかと思っており

ます。 

○藪内委員 本当に買物支援というだけでなく、今おっしゃられたように、見守りという重要な

こともありますんで、いろいろ経費はかかると思いますが、今後もよろしくお願いいたします。 

 その下の１９節負担金補助及び交付金、移動販売サービス事業補助金、これはどの地区でしょ

うか。 

○梶藤介護福祉課長 従前から取り組んでおります「とくし丸」の移動販売になります。 

 地域につきましては、月曜日から土曜日まで、大体月曜日にはどの地区に行くということでも

う定着しているような事業です。主なところですと、三石地区や鶴海、佐山地区、それから吉永

の飯掛、牛中、和意谷、三国、それから蕃山地区、あと浦伊部、大内といった地区になります。

やはり、お店がないような地域を中心に回っていただいているという現状です。 

○藪内委員 これは、ほかにも注文をして配達してもらうという方法もあると思うんですが、や

はりお年寄りの方も買物をするというその行為自体が大切であったり、先ほども言いましたけ

ど、見守りということで、そういうことが非常に大事なんで、これは今後も続けていただけるん

でしょうか。 

○梶藤介護福祉課長 担当課としましては、今後も、ニーズも高いということもありますので継
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続の方向で検討しております。 

○尾川委員 昔は、具体的に言うたら大東とかは百貨店があったんですよ、小さい商店が。ああ

いう形のものに補助を出して、やるかやらん、後継者もおらんのだと思うんですわ、いろいろそ

こまで調べたことないんですけど。商工観光と関係してくるかも分からんけど、そういう百貨店

みたいなものの奨励策というのを、「とくし丸」が駄目じゃと言うんじゃねえんですよ。やっぱ

りもっと早めに手を打って、結構いろんなところにも深夜までも何とかという店は私も知っとん

ですけど、あそこも閉店したですわ。 

 だけど、後継者もおらんというもんと、売れんということと、物が古いということ、値段が高

え、いろんな理由があると思うんです。やっぱりその辺、今言う福祉のほうでいくんか、商工振

興でいくんかということを少し、そういった捉え方でやっぱり小さい百貨店というか、ああいう

小規模の商店、個人商店をどう生かしていくかということを、後手後手じゃなしにそういった考

え方で、ほかにもあると思うんですよ。備前市、広いですから。 

 そういったところが、今言う補助を出してガソリン代と人件費と船の渡り賃を払うということ

なんですけど、そういう考え方で、ほかにもあったんですけど、少し視点を変えて、福祉だけじ

ゃなしに、商業振興という面からもちょっと捉えて、対応を一遍考えて、横断的に組織を超えて

考えてみてもらえんかなというのがちょっと意見なんですけど、どんなですかな。 

○梶藤介護福祉課長 確かにあの地域の何年か前を想像しますと、だんだんにお店がなくなって

きて、買物に困るというふうな現状が出ているというのは確かに事実だと思っております。 

 高齢者の視点で今こういった形の事業をしておりますけども、商工観光の関係、商工振興とい

うような視点では、確かに今お伺いしたところ、そうだなと思うところもありますので、そのあ

たりは関係課と一緒に協議をさせていただくようにしたいと思います。 

○尾川委員 難しい命題かも分からんのですけどね、それと遅いという面もある、そのことは大

型スーパーと同じ考え方で、商店がなくなったんと同じような、これは時代の流れかも分からん

のんですけど、でも今になって福祉になってそういうこと、手当てをせにゃいけんというんだっ

たら、先に何か考えて、そうすれば少しは楽になるかなというのがあるんで、ぜひ検討をお願い

したいと思います。 

○青山委員 同じく１１１ページの１９節負担金補助及び交付金の敬老事業の補助金、次のペー

ジ、１１３ページの２０節扶助費に敬老祝い金というのがあります。同じような事業の中でやら

れるんか、それぞれの内容を教えてください。 

○梶藤介護福祉課長 まず、１１１ページの敬老事業補助金についてですけども、こちらにつき

ましては、７５歳以上の高齢者の方の敬老事業としまして、いわゆる地域では敬老会という形で

実施をしていってくださっているかと思うんですけども、地域の高齢者同士または高齢者と地域

住民の触れ合いのために事業を実施していただいたことに対して、補助金を出すという事業にな

っております。 
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 １１３ページの敬老祝い金、こちらにつきましては、１００歳を迎えられた高齢者に対して、

お一人１０万円なんですけども、お祝い金を差し上げているという事業になります。 

○青山委員 敬老祝い金のほうも、敬老会というんですかね、その中で今年も去年もできてない

ですけど、何かお祝いの品物とかという形でやっているのかなと思ったんですけど、これはもう

１００歳以上ということで別々ということでよろしいですね。 

 敬老事業補助金なんですが、先ほど言いましたように、ほとんどの地域はできていないかなと

思っているんですけど、やられたようなところというのはあるんですかね。 

○梶藤介護福祉課長 コロナ禍になった令和２年度から、基本的には、地域の方と高齢者の方が

触れ合う事業というところでお願いをしているところだったんですけども、２年度からにつきま

しては、なかなかそういった皆さんが集まる事業が難しいということで、御高齢の方に対して、

記念品とか、それからお菓子とかお弁当というようなものを配付することでもオーケーとします

ということで、助成をさせていただいておりました。 

 ３年度も２年度に引き続きそういった形での事業ですので、実際に集まられてという実績は今

の３年度についてもなかったように聞いております。 

○青山委員 お尋ねなんですけど、１人２，０００円、令和３年度だったら２，１００円ぐらい

だったと思うんですけど、もうそれが全てと考えたらよろしいですか。 

○梶藤介護福祉課長 お一人当たり、令和３年度が２，０５０円ということで地区に出させてい

ただいております。 

○尾川委員 もともといきさつが、トータルをくくって対象者で割っていくということでどんど

ん下がってきょうると思うんですわ。その考え方というのは変わらんということで、高齢者もど

んどん増えていくばっかりですから、その辺は方法としたらその考えで次もいくと。令和４年

も、もう実際した、ほとんどしたと思うんですけど。 

○梶藤介護福祉課長 委員おっしゃるとおりでして、予算額を固定といいますか、１，６００万

円という予算額が何年か前から固定しておりまして、予算の範囲内で単価を設定してということ

になっております。このあたりも上げていくということが難しいんではないかとは推測しており

ますので、令和４年度につきましては１人当たりが２，０００円という単価でお願いをしていた

ということになります。 

 高齢者につきましては、だんだん増えているという実態もありつつ、今後、推計を見ますと、

二、三年後には今度は後退していくことも推計されておりますので、そのあたりを見ますと、な

かなか固定した金額を上げていくのが難しいかもしれないなとは思っております。 

○尾川委員 よう方法を変えてもろうてね、いつも意見が出ようるのが、プラスアルファしょう

んじゃと。じゃから、もう少し上げてほしいというのが意見としてはあったんですけどね、でも

その範囲内で押し切ろうということに結果的にはなっとんですけどね。 

 だから、あとは各町内会がオンするんか、そのままでいくんかというのはお任せという実態に
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なっとると思うんですけどね。そんなことも含め、いろいろ担当者というか、町内会長がいろい

ろ相談に申請のときに来ると思うんで、ある程度意見を聞きながら、ぜひ方向転換するならして

いただきたいと思います。 

○西上委員 同じ１１１ページ、１９節の負担金補助及び交付金、老人クラブ活動補助金３７１

万１，０００円、去年から横ばいの金額なんですが、しっかり活動してもらっていいんですけれ

ども、この御入会させていただく年齢に市の基準があるのか、各地区にお任せされているのか。 

○梶藤介護福祉課長 老人クラブの加入の年齢につきましては、市で統一のものはありません。

各地区でそれぞれ年齢が違うとお伺いしております。 

○西上委員 市で一括で同じ年齢にしていただかにゃあ、各地区でばらばらじゃあ、私の地区で

も５９歳で勧誘に来られて、仕事柄断るわけにはいかず、５９歳じゃまだ早えんじゃねえんかな

と言うたら、いや、数えの５９歳、数えがまだ生きとるような状態なんで、先輩方にそういう年

齢のことを言うて叱られるばあするんで、一丁ね、数えの５９じゃというたら、まだまだ仕事盛

りなので、同級生にも、市で統一していただくように、５９じゃ６０じゃというて、各地区ばら

ばらじゃあ、非常に困るというようなことを去年から言われとって、なかなかここで言うチャン

スがなかったので、今日、初めて年齢のことには触れたんですけれども、もう少し年齢を６５歳

まで今働く時代なんで、６５からというようなことで、一致していただけりゃあ本当に助かるん

ですけれども、いかがでしょうか。 

○梶藤介護福祉課長 確かに、今、高齢者というくくりで言えば６５歳以上が高齢者となっては

おります。全国的にはそういったくくりになるかと思うんですが、年齢につきましては、前まで

は６０歳以上というのも高齢者の何か基準だったような時代もあったのかなと思います。 

 人数確保のために、地区地区でそういった動きがされているのかなとは思うんですが、こちら

につきましては、老人クラブの連合会もありますので、そちらともお話をさせていただくこと

で、なかなか市で決めるというのが難しいのかなとは思っておりますので、情報提供としてはさ

せていただこうと思っております。 

○西上委員 ぜひ市で規約をつくってもらわにゃあ、地元に帰りゃあ、先輩方に５９、６０歳の

年齢ではなかなかそういうことを言えない、そういうことを言うても及ばない、もう地域の事情

がありまして、これはもうぜひ市で主導していただいて、６５歳からしましょうと、一応そうい

う規約をつくっていただけりゃあ、本当に心強く地元に帰れるんですけど、ぜひお願いします。 

○森保健福祉部長 たしか老人福祉法で高齢者というのは６５歳ということになっていると思い

ます。 

 老人クラブの事情につきましては、先ほど課長が申し上げましたとおり、それぞれの地区の御

事情があるかとは思いますので、なかなか市のほうで入会の年齢等について決めるというのは厳

しいのかなと思っております。 

○中西委員 同じ１１０ページの老人福祉費の総務費、負担金補助及び交付金のところで地域内
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交通運行事業補助金、当初予算では３０万円だったんですけど、この減った理由というのは何か

あるんでしょうか。 

○新庄社会福祉課長 利用人数でありますとか利用回数でありますとかというものは、令和２年

度に比べてある程度増加はしておるんですが、利用者が特定の方のみということで、まだ全体的

に利用者数が増加していないというところが１つ原因にあるんかなと思います。 

○中西委員 地域を広げていくというようなことで、利用を図っていくと思っておられる。 

○新庄社会福祉課長 これからも、地域の方々が安心して住み続けることができるように、交通

手段の確保というところを目的としておりますので、今後も継続して運行できたらなと考えてお

ります。 

○中西委員 続きまして、その下の高齢者健康づくり事業補助金、当初では１００万円が計上さ

れていたんですが、これはやはりコロナの影響によるものなんでしょうか。 

○梶藤介護福祉課長 おっしゃるとおりでございまして、２年度に引き続きコロナで事業が実施

できずに、使い切れていないという実情がございます。 

○中西委員 １１２ページ、児童福祉費、児童福祉総務費、この中で報酬、子ども・子育て会議

委員報酬、当初に比べて、ここは珍しく倍になっているわけです。ほかのところは、ここが減額

になっているんですけど、増えた理由についてお尋ねをしたいと思います。 

○中野こども家庭課長 ２年度の予算については補正予算で少し落とさせていただいて、１２万

５，０００円という予算でございました。今年度、また新たに予算をつけて、３年度、新たに予

算をつけていただくときに、一応４回分の会議ということを見込みまして２６万円の予算を取ら

せていただいた次第でございます。 

○尾川委員 子ども食堂の事業補助金というのは、令和２年は３００万円近くあったんですけ

ど、この令和３年というのはどんなんですかな。 

○中野こども家庭課長 １１５ページの子どもの居場所づくり促進事業補助金ということで、３

年度はついております。２年度、３００万円ありましたのは、特定の方から三石地区への子供に

関する事業に使ってほしいという寄附がございまして、子ども食堂をつくられた三石の地区にそ

のまま補助金を充てたような、開設の補助金を充てたような事業が２年度はございました。 

 ３年度については、通常の開設と、開設に県の補助金３０万円を充てるものと、それから運営

継続のための補助金として月に１０万円を上限として出せるような制度を設けております。 

○尾川委員 子ども食堂もいろんな名称があると思うんですけど、市としてもこの対象として認

定しとるというか、箇所数というか、場所の数というのは地区別に分かりますか。 

○中野こども家庭課長 ３年度の時点では、片上地区、片上小学校区に１つ、それから三石小学

校区に１つ、合計の２か所ございました。 

○尾川委員 ちなみに、増えとんですか、最近は。 

○中野こども家庭課長 ３年度は新規の開設がございませんでしたが、今年度につきましては、
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今現在、２か所増えまして４か所になっております。 

○尾川委員 それで、今後もやはり子ども食堂というのはやっぱり市としては重点を置いての対

策ということ、子供は減りょうんですけどな。減りょうんですけど、出生者数見たらびっくりす

るぐらいじゃけど、その辺でやっぱり子ども食堂の重要性というのは位置づけ、施策の重要性の

中へ位置づけられとんですか。 

○中野こども家庭課長 小学校区に１つ、１か所程度の子ども食堂または子どもの居場所となる

ような場所が増えるように支援を行っていきたいと考えております。 

○尾川委員 小学校区で１か所というのは限定しとると、新手はもう無理だと理解せざるを得ん

のですか。 

○中野こども家庭課長 居場所が増えるのは喜ばしいことですし、子供さんにとっての選択肢が

増えるのはとてもいいことだと思うのですが、やはり補助金を出す以上、子供のニーズ、数にも

よりますけれども、同じ地区に２か所、３か所、４か所、５か所とできますと、それは市として

はなかなか全てに補助を出すということは難しいと思っております。 

○石原委員 １１５ページの児童福祉総務費の１３節委託料、第三の居場所運営委託料で２，０

００万円、資料にも実態として登録されとる子供さんが２９名、延べの利用が１，９０１人とい

うようなことで、想定より少し利用実績のところが上回っているような状況もあるようですけれ

ども、とかくもろもろの場面で、貧困等の対策のための居場所というような表現が出てくるんで

すけれども、細かいところまではあれですけど、２９人登録されとって、現状、令和３年度、ど

ういうような御家庭というか、どういう子供さんが御利用されとんでしょうか。 

○中野こども家庭課長 当初、こちらを開設するときには、子供の貧困対策ということを第１に

してまいりましたが、実際に支援が必要な子供さん、御家庭を見ていく中で、貧困だけではな

く、親御さんのお世話がなかなか行き届かない御家庭でありますとか、保護者どちらもが共働き

で帰ってくるのが、帰宅時間が遅い、その間、子供だけで家で過ごされている御家庭ですとか、

そういったような御家庭に対しても使って、利用していただけるようにということで利用者を考

えております。 

○森本委員長 １１７ページまでいいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次、１２０ページ、児童福祉施設費から最後、１３１ページ、予防費まで。 

○西上委員 １２５ページで、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費で、報酬、健

康づくり推進協議会委員報酬１６万２，５００円の委員構成と協議会の開催状況などを教えてく

ださい。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 健康づくり推進協議会は、市内の健康

づくりに重点を置いた市内各医師会の先生だとか、栄養委員さんだとか、学校、園等の関係者等

を含め、委員２０名で構成されています。 



- 41 - 

 年２回、全体協議会を実施し、食育推進委員会というのを追加で行い、合計３回の開催でござ

います。 

○西上委員 令和２年に、私どもの委員会、中西委員長のときに発議でもって備前市健康づくり

推進条例が制定されておりますけれども、その中の１条からずっと追っていきよったらちょっと

時間がかかりますので、９条あたりのところで、「市は、市民の健康に関する現状、要望等の調

査及び分析を行い、健康づくりに関する施策を実施しなければならない」というようなことがあ

ります。 

 健康づくりに関する現状、要望等、調査及び分析をされておりますならば、その辺のことをお

教えください。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 備前市では、健康づくり推進計画とし

て、健康びぜん２１計画及び食育推進計画を立案しております。この計画は、本来は令和４年度

までの計画だったんですが、これは健康日本２１計画、岡山県、健康おかやま２１計画に基づい

て、市の健康づくり計画を策定しているものです。 

 国のほうにおいて、コロナ禍で計画の見直しが１年後送りになっている関係で、備前市では来

年度、健康づくりに関する健康課題、市民の健康に関するアンケート調査等を実施し、令和６年

度に新たな健康びぜん２１計画を策定する予定です。 

○西上委員 来年度、アンケート調査をやられるということで分かりました。来年度、聞かせて

いただきます。 

○奥道委員 １２７ページ、１９節負担金補助及び交付金、野良猫不妊去勢手術事業助成費、こ

れは市内にそういったような施設といいますか、何かそういったようなものがありますか。内容

を教えてください。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 飼い主が不明な猫の増加を抑制し、市

民の快適な生活環境を保持するために、飼い主のいない猫に対する苦情が市にも年間数件寄せら

れていました。市内に住んでいる野良猫といいますか、に対して、市民の方が御自分で捕獲し

て、野良猫の不妊去勢手術を動物病院等で行っていただいた方に対して、備前市ふるさと納税の

クラウドファンディングで募集した金額の中から１匹につき５，０００円助成をしている事業で

す。備前市内外の動物病院と連携して行っている事業です。 

○奥道委員 自分で捕まえなけりゃいかんということですか。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 はい、そうでございます。 

○奥道委員 どっかに依頼して猫を捕まえてもらうというようなことについては、補助金とか助

成とか、そういうのはないんですか。市内の野良猫はいると思うんですよね。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 猫につきましては、愛護動物でござい

ますので捕獲をするということを行っている行政機関はございません。 

○奥道委員 要するに、保護するという目的で、保護猫的なそういう方向で考えることはできま
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せんか。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 先ほどと同じ回答になるんですが、犬

は狂犬病予防法に義務づけられているんですが、猫は愛護動物で、猫の駆除や捕獲を行うという

ことはできなくなっております。この不妊去勢手術に関しましては、手術をした後、またもとい

た場所に放つといいますか、戻すというのが基本でございまして、引き取るということはできる

機関がございませんので、市のほうでも対応できておりません。 

○奥道委員 同じようなことですけど、市内にそういったようなことで猫の保護といいますか、

そういった施設があろうかと思うんですが、何か所かありませんか。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 備前市のほうでは承知しておりませ

ん。 

○奥道委員 その下のところに骨髄・末梢血幹細胞、１９万５，０００円あるんですけども、こ

れは一体何人ぐらいの方が利用されていますか。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 これは岡山県の事業で、骨髄バンクへ

の登録推進と、ドナーの方が休暇を取りやすいようにという助成制度です。この歳出に関しまし

ては、昨年度１件の申請がございまして、本人、ドナー本人さんと、あとその方がお勤めしてい

る企業へ助成金を送っております。 

○松本委員 ２日ほど前に、健康づくり推進費の件で相談を受けたんですけど、今月号の広報の

Ｂポイントの相談を受けて、１，５００人なんですか、上限が。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 募集が１，５００人と今回させてもら

っています。 

○松本委員 その彼が言うには、１，５００人以上おったらどうすんかなあという話で、どんど

ん、彼は呼びかけていろいろ宣伝する予定らしいんですけど、これは超えたら１，０００ポイン

トを８００とか５００にか、下げてでもいいから、広げるほうがいいんじゃないんかなと、市役

所へ行って相談しとってくれというて言われたんですけど、どう答えりゃいいでしょうか。 

○森保健福祉部長 参加賞とか賞品等についての予算がありまして、それとあと、過去やってき

た人数を考慮して１，５００人ということで、今年度は募集しておりますけれども、来年度につ

いては、その当初予算の予算取りのときに、人数についても本年度の状況を見ながらまた考えて

いけたらなと思っております。 

○松本委員 ほんなら、そう答えておきます。 

○中西委員 １２４ページの生活保護総務費、資料にもありますけども生活扶助費の生活扶助

費、じわっと上がってきているんですよね。かつては、大体５パーミリだったのが今７パーミリ

ぐらいになってきていると。特に、高齢化とともに人口の絶対数も減ってきていますけども、保

護世帯、保護人員とも増えてきていると。やっぱり医療とか介護のところが非常に大きなウエー

トを占めているのかなと思うんですけども、担当課のこの生活扶助費の３年度についての大きな
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特徴について教えていただけたらと思います。 

○新庄社会福祉課長 令和３年度の生活扶助費全般ということでよろしいですね。 

 扶助費ですが、住民税の非課税の１０万円でありますとか、社会福祉協議会の貸付制度、住居

確保給付金、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金など、生活保護申請に至る前に、

コロナによる支援策を利用したことで、保護率につきましては令和元年度から少しずつ下がって

おるというような状況かと思います。 

 ただ、先ほど委員おっしゃられましたように、やはり医療扶助であるとか介護扶助であるとか

というものは、これから高齢者、障害者でありますとか傷病者の占める割合はやはり高いという

水準を保っております。今後も増えていくことは想定されます。 

 割合としては低いんですが、介護扶助につきましては、全体の４．４６％と少ないんですが、

年々、増加傾向にございます。こちらにつきましても、保護受給世帯の高齢化が進んでおりまし

て、介護サービス利用の受給が増えているというところが起因していると考えられます。 

 今後も、コロナの収束はなかなか見込めてはおりませんが、各種貸付けとか給付金など、コロ

ナによる支援策が、もし打ち切られた場合、また原油価格の高騰や物価の高騰による生活困窮の

方々が増加することは想定されまして、申請件数の増加が今後も想定されます。 

 市としましては、引き続き就労支援であるとか年金調査であるとかに力を注がせていただきま

して、生活困窮者の方々の自立に向けた強化に努めてまいりたいと考えております。 

○中西委員 １２４ページの衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費、報酬、会計年度任用職員報

酬８７０万８，０７８円というのが上がっているんですけども、この人数は何人なんでしょう

か。そして、当初予算から見ると、この任用職員報酬というのは少ないんですけども、これは一

般職の給料のところで補ってやっていけるということだったんでしょうか。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 この会計年度任用職員は、保健課の保

健師が正職が３名、育児休暇を１年間、取得をされている３名の育休代員を当初のほうで要求を

した金額です。しかし、保健師の人材確保ができず、保健師２人と、あと一人を事務補助員で補

充したため、専門職ではなかったので報酬額が少なくなっています。 

○中西委員 育休とかになるわけですけども、もう少し何か、ここは余裕を持って専門職を採用

していくことができないものなんでしょうかね。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 採用につきましては、人事当局にも再

三お願いはしているところなんですが、保健師自体、現在、育成人数が減っていって、地域で保

健師をされる絶対数減っているということで、人材確保がますます難しくなっているということ

です。募集をしてもなかなか採用にまでできないということ、あと以前と違いまして、育児休暇

の取得期間が長くなっておりますので、１年目の育児休暇の職員もおれば、３年目の職員もいる

ということで、どうしても複数、育児休暇を取るようになっているというのが現状でございま

す。 
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 私どもは、職員の労働時間も加味しながらいろんなつてを使って人材確保に努めているのです

が、どこの自治体も同じ状況なため、なかなか確保ができず、時短というか、８時間よりも短い

時間でお願いしたり、週に数日でお願いしたりというふうなのが現状です。 

○中西委員 ここは、保健課だけじゃなくて、介護のほうも含めて、地域包括を自前で持ってい

るという特徴も備前市はありますんで、ぜひ専門職の確保については、引き続き努力していただ

きたいということをお願いしておきたいと思います。 

続いて１２８ページ、予防費、報酬、介護年度任用職員報酬が計上されています。これは当

初にはなかったところですので、改めてこの報酬の職員についてお尋ねをしておきたいと思いま

す。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 予防費の報酬における会計年度任用職

員報酬に関しましては、コロナワクチン対策課のほうで事務補助員を１人、コロナワクチン対策

として人材確保しましたので、途中からになります。 

○石原委員 １２３ページの児童福祉施設費の中の１９節負担金、病児保育事業負担金、実績と

して１９名御利用という数字がありましたけれども、そんなもんなのかなという捉えでおります

けれども、１９人というのが、市内、市外、そのあたりは分かるんでしょうか。 

○中野こども家庭課長 吉永病院の病児保育を利用された方で、内訳としましては、和気町の方

が４名、岡山市の方が８名、赤磐市の方が２名、備前市の方が５名ということになっておりま

す。 

○石原委員 決算書から離れるかもしれないですけど、逆に備前市の方が協定を結んでおられる

ほかの市町で、備前市の子供さんが病児保育をどれぐらい受けとられるかというたりするのは、

分かったりするんですか。 

○中野こども家庭課長 広域利用については協定を結んでおりまして、そういったこともできる

ようになっておりますけれども、３年度については、備前市の方で市外の施設を利用された方は

ゼロでございました。 

○石原委員 じゃ吉永病院さんは、いつ突発的に起こるやもしれない子供さんの状況に応じて、

連絡を受けて常に対応できる体制が整えられての病児保育事業なんでしょうか。 

○中野こども家庭課長 失礼いたします。確認をして後ほどのお答えにさせてください。 

○石原委員 また、何らかの場面でお聞かせいただけたらなと思います。 

 例えばですけど、連絡があって、今日いかがでしょうか、あしたどんなでしょうというたりす

るときに、それにどれぐらいの割合で対応できとったりするのか、そのあたりの状況、そのあた

りもまた伺います。 

後日でもいつでも、勉強のために。 

○森本委員長 そういうことなので、中野課長、よろしくお願いします。 

○立川委員 １２４、１２５、５項の災害救助費、災害救助費が当初予算から補正をしとんです
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ね、４０万円。ほぼそれに近い３７万円ほどが不用にされているんですよ。何か不思議やなと思

って、その内容を取りあえずお尋ねしますが、需用費の中で支出が４万４，８８０円、燃料費と

なっていますが、まずこの燃料は何の燃料費なんでしょうか。 

○新庄社会福祉課長 こちらは、災害救援車両といいまして、日本赤十字社岡山県支部から提供

していただいておる公用車の燃料代となっております。 

○立川委員 年間で４万５，０００円ほど使ったよということですね。それと、扶助費で２５万

円支払い済みで、災害見舞金は何件になるんでしょうか。 

○新庄社会福祉課長 全部で４件の内訳になっております。 

○立川委員 ということになれば、ちょっと不思議な感覚なんですが、これは不用額で残すぐら

いなら、例えば需用費の備品代とかで災害用の毛布を買うとか、何かそういった、これは乱暴な

話ですけど流用的なことは可能なんでしょうか。可能でないでしょうか。残すぐらいなら備品費

でいろんな災害救助の品物を買うことができるかできんかだけ教えてください。 

○新庄社会福祉課長 できるかできないかと言われれば、できます。 

○立川委員 補正をして、そのまま不用額というようなことになりますので、できたらそうい

う、いつ起こるか分かりませんので、残すぐらいならそういった災害に必要な、例えば毛布であ

るとか食料であるとか、またほかに考えられるでしょうか、１人用のベッドであるとか、できた

らそういうのをカバーしていただいて、年度末にでも、できるだけ有効に御利用いただきたいと

思うんですが、いかがでしょうか。 

○新庄社会福祉課長 危機管理課とも相談させていただきながら、調整させていただきたいと思

います。 

○森本委員長 休憩します。 

              午後３時２７分 休憩 

              午後３時４０分 再開 

○森本委員長 委員会を再開いたします。 

○中西委員 １２６ページの委託料で健診委託料、資料の４５ページに載っていますが、特定健

診を除く各種健康診査の状況が書かれています。 

 今、全国的にも、マスコミでも、あるいはドクターの間でも問題になっているのは、コロナの

影響下の中で健康診断がなかなかうまくいかない。そのことによって、この資料でも出てきてい

ますけども、例えば悪性腫瘍の発生なんかが見つけることが少なくなってきているというような

ことで、国民全体に影響があるんではないかと言われているわけですが、備前市のこの健康診査

の結果と結果の評価についてお聞かせ願えたらと思います。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 がん検診の受診率については表のとお

りでございます。令和２年度に緊急事態宣言等がございまして、健診を一部変更しました関係か

ら、大幅に受診率が下がり、令和３年度も、緊急事態宣言が２度発令されたときには少し健診日
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程をずらしたんですが、受診率はあまり変わらず、２年度、３年度で、横ばいの状況です。 

 未受診の方に少し聞き取りをさせていただいた状況では、やはりコロナ禍でコロナの患者さん

が来られる医療機関に受診に行きたくないという声や、集団接種のような会場に集合しての健診

は避けたい、コロナが少し落ち着いてから、また健診を受けても大丈夫だろうと、そういう病気

に対する考え方が、将来の健康のためというよりは、今、目の前の感染症を防ぐというものに市

民の皆さんの考え方が変化したものと思われます。これは全国的なものと同じだと思っていま

す。 

 市としましては、特にがん検診については、一つのがん細胞が検査で見つかるがんの１セン

チ、２センチ大に進行するまでには、がん細胞ができて１０年ぐらいかかるとは言われるんです

が、検診で見つかるのは、たった１年、２年で急激に大きくなると聞いていますので、２年に一

度の検診、少なくとも、２年に一度は必ずがん検診を受けてほしいということを繰り返し愛育委

員さん等と協働しながら伝えているところでございます。 

 ちなみに、令和３年度の各種検診の実施状況で、がんの発見者数を皆さんの手元に報告させて

もらっていますが、例えば肺がん検診は５名の発見がありました。うち４名は早期の発見でし

た。それから、胃がん検診の１名も早期の発見でした。大腸がん検診につきましては、７名のう

ち４名が早期の発見で３名が進行をしておりました。前立腺がんについては、がんという診断は

あるんですが、それが早期かどうかという区分がありませんので、早期かどうかは不明でありま

すが、おおむねがんの検診での発見者は早期の方が多いというのが現状でございます。 

 引き続き、がん検診の受診勧奨に努めていきたいと思っています。 

○中西委員 担当課としても、いろいろ期間を延長するなどして努力しておられるわけですけ

ど、やはり受診率が下がっていると。ここのところをそんなに下げずに検診を行っていかれるよ

う、広報あるいは広報を含めながら訴え方も含めて、今後とも、受診率向上を目指していってい

ただきたいなと。ここでの早期発見、早期治療というのは、私は大変有効だと思っていますん

で、その点は重ねてお願いをしておきたいと思います。 

○青山委員 １２７ページの１９節負担金補助及び交付金、愛育委員会の補助金２４０万円上が

っているんですが、これも愛育委員さんは何人おられるんでしょうか。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 市全体で３９０人委嘱をしておりま

す。 

○青山委員 その３つ下に、栄養委員さんの補助金１３２万６，０００円ありますが、栄養委員

さんは何人おられますか。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 栄養委員は１９６名委嘱をしておりま

す。 

○青山委員 民生委員さんのところでもお願いしたんですけど、地区で何人おられるんかという

地区ごとのことが分かるような一覧表をお願いしたいと思うんです。といいますのが、やはり地
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区でちょっと少ないんじゃないんかと、もっと増やしてほしいとか、そういったような声も聞き

ます。 

 人口等を考えられてバランスを取られておると思うんですけど、その辺を知りたいなと思いま

したので、よろしくお願いします。 

○森本委員長 ほかにありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なかったら、全体で、歳入歳出で質疑漏れ等はございませんか。 

○尾川委員 １２９ページの出産祝い金で１，４４０万円、何かアップしてもっと少子・高齢化

のことを考える、まず実態を聞かんといけんと思うんで、この１，４００万円余りの子供の数、

祝い金の件数を教えてもらえたらと思うんですが。 

○中野こども家庭課長 出産祝い金、令和３年度分の支給件数ですけれども、１人１０万円とい

うことですので１４４名分ということでございます。 

○尾川委員 対策として増やすという考えはないんですか。増やしていこうかとか。 

○中野こども家庭課長 令和２年度、３年度は、コロナ禍ということもありましたので、コロナ

の関係の交付金を使って出産応援特別給付金も１０万円を上乗せといったような形でもやってま

いりました。 

 また、国のほうでは、今後、妊娠届、出産届の機会を捉えて、さらに出産準備金を１人１０万

円ということで考えているというような報道もありました。子供を増やしていくということは、

なかなか国全体で見ても難しいことなのかもしれないんですけれども、特効薬というのがなかな

か難しいかなと思っていますので、今後もいろいろ研究、検討していきたいとは思っておりま

す。 

○立川委員 ３年度の予算で、コロナ関連の用品を大分買われたと思うんですが、品目、数量、

使用期限等々を付して在庫品の一覧表的なものはできますか。 

例えばマスクは幾ら買ったよ、昨年度の予算で、幾ら残ったよ、残っていますよ、これは２

年ほど使えますよ、これは抗原検査キットは買いましたよ、今残っているのが２００ですよ、使

用期限は３月ですよ。そういうのが分かったらいいんで、物品のほう、備品で結構ですが、いか

がですか。 

○高橋保健課長兼新型コロナウイルスワクチン対策課長 ３年度の決算でしたらできると思いま

すので、後日報告いたします。 

○森本委員長 ほかにありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 全体でありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 終了してよろしいでしょうか。 
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              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、以上で議案第７４号令和３年度備前市一般会計歳入歳出決算の認定についてのう

ち、市民生活部、保健福祉部、総合支所部関係の全ての審査を終了いたします。 

 それでは、これより議案第７４号を採決いたします。 

 本案は認定することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

 異議あり、異議ありということですので、それでは挙手によって採決をいたします。 

 本案は認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

 ありがとうございます。挙手多数と認めます。よって、議案第７４号は認定されました。 

 続いて、少数意見の留保を希望される方の発言を許可いたします。 

○中西委員 少数意見を留保したいと思います。 

 総務費中の総務管理費、企画費、負担金補助及び交付金、苫田ダム水源地域振興事業負担金６

万円については認めることができませんと。 

○森本委員長 ただいまの意見に賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

 ありがとうございます。所定の賛成者がありますので、少数意見は留保されました。少数意見

報告書を作成の上、後刻委員長まで提出を願います。 

 それでは、暫時休憩いたします。 

              午後３時５２分 休憩 

              午後３時５４分 再開 

○森本委員長 委員会を再開いたします。 

 ここからは、委員長報告の内容について皆様に御協議いただきたいと思います。 

 審査の過程で質疑等した中で、委員長報告に盛り込む事項等ございましたら、皆様で協議して

いただきたいと思いますが、事前に皆様にお願いしておりましたけど、尾川さんのほうから案と

して御意見が上がってきておりますので、今、その書類を皆様のお手元のほうに配付させていた

だいておりますので、尾川委員のほうから説明のほうを少ししていただけたらと思います。 

○尾川委員 お手元の資料に、令和３年度の一般会計歳入歳出決算の認定についてということで

案として委員長に報告をいただきたいということで、１から１１項目でざっくり、まず１点目

が、これも税負担ということ、公平性ということで、収納率とか納税率の向上ということでいつ

もお願いしてきておるんですけども、やはり何の市の事業をやるにも、税収がなければ前へ行か

んということから、やはり納税率、収納率向上を１に上げております。 

 ２として、少子・高齢化対策として、特に子育て支援の一層の充実を図っていただきたいと。

人口の減少傾向というのはなかなか難しい大勢ですけれども、緩和に備前市として努めて、やは
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り一番子供の数が少ないというのを危惧しておりますんで、そういったことから、来年度の予算

に、というのが、前後しますが、決算を通して来年度の予算の方向性というものを定めてもらい

たいということで、課題解決で方針を決めてもらいたいというのが願いです。 

 それから４番目が、国道２号の話も出ましたけど、備前大橋も含めて整備を継続的に、非常に

難しい困難な問題が山積みしとんですけれども、やはり兵庫県との比較から、あるいは浅川まで

の４車線化ということが、もうできておるわけですから、それに負けんように、何年かかるか分

かりませんけど、長期的な視野で一層努力してもらいたいと。 

 それから５として、計画という話が各委員から出てきまして、やはりＰＤＣＡサイクルをきっ

ちり回すということが大事なんじゃないかなということを感じて、行政評価の充実も図りなが

ら、しっかり計画を立てて、立案して事業を進めてもらいたいと。 

 それから６として、公共交通施策ということで、今日も報告もありましたけれども、やはり費

用対効果を考えながら、しかし利便性も考えながら、非常に難しい命題ですけども、それから併

せてやはりＪＲ赤穂線は避けて通れないと、いろいろ新聞紙上も書いていますけども、やはり前

向きで取組はしてもらいたいということと。 

 それから７として、時間外勤務が多い部署等について、緊急対応等、労働環境の見直しを図る

ように努められたいという表現をしております。 

 それから８として、歴史民俗文化財保護、保存活動に関する人材配置等の充実に努められたい

と。特に、いろいろミュージアムとか、それから旧アルファビゼンの減築で活用と、利用活用と

いった面から、こういう歴史民俗文化財の保護という面での、忘れてもらったら困るということ

を書いております。 

 それから９番目に、新型コロナウイルス対策に関する経済効果、経済対策に万全を期すように

努められたいということ、やはりこれが本当は１か２に位置するかも分かりませんが、コロナ対

策、やっぱり健康と安全と生命でしょうから。 

 それから１０に、旧アルファビゼン、図書館建設について、市民に対して速やかに情報提供を

するよう進められたいと。頑張って「広報びぜん」なんかにも出しておりますけど、図書館建設

について、特に少し情報が遅れとるかなという印象がありますんで、書きました。 

 それから１１が、鳥獣被害防止のために駆除班の課題に留意し、駆除推進に努められたいとい

うふうなことで、減額になっとる、あからさまに言うと、減額になって元気が出んというふうな

話を聞くこともありますんで、奨励金というんですか、駆除の推進に配慮いただきたいことを私

としては、多いんですけど、１１項目の指摘をさせていただきました。 

○森本委員長 尾川委員からの説明が終わりました。 

 何か皆様から御意見がありましたら。 

○松本委員 これを別に否定するわけじゃないんですけど、私は、今月号の広報を見て、アルフ

ァビゼンについて書いているのは、誰が書いたか知りませんけど、あれを住人が読んだら、もう
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当たり前につくる、この案でいく、もう決定のように書かれていますよ。皆さん読んどってくだ

さい、熟読してください。 

○森本委員長 ほかは、皆さん、何か御意見ありませんか。 

○石原委員 予算決算審査委員会の委員長報告のところで、当委員会としての執行部に対する言

わば附帯決議のような、意見のようなものだと思うんですけれども、じゃあそれにどこまで盛り

込むべきなのかなという思いもあって、毎年、たしか二、三項目ずつ附帯をして決議がなされ

て、委員長報告があったと思うんですけれど。 

 今お聞きをして感じたのは、それぞれの常任委員会、総務産業であったり厚生文教のところで

議論をして、執行部への提言、具体的な施策であったり事業についてはそういう形もあるのかな

と。何が正解か、僕も分からんのんですけど、お見受けした感じでは、１番と５番と９番、１、

５、９あたりは以前にもこの委員会からの委員長報告で盛り込んだような記憶もあって、そうい

うところを予算決算審査委員会として、それからほかのところはそれぞれの担当する委員会とし

て取りまとめてみたいなのもあるんかなと思うて。 

多岐にわたるのが果たしてどうなんかなというところもあって、大きなところの柱のとこ

ろ、税収であったり予算に関するようなところは、この委員会として提言なり、委員長のところ

は盛り込んでじゃねえんかな。 

○森本委員長 休憩します。 

              午後４時０４分 休憩 

              午後４時２１分 再開 

○森本委員長 委員会を再開いたします。 

取りまとめのほうは、後日、また皆さんで御協議いただくことになりましたので、よろしく

お願いいたします。 

 それでよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それではこれで一旦予算決算審査委員会を閉会いたします。 

 次は１１日、よろしくお願いいたします。 

 以上、終わります。ありがとうございました。 

              午後４時２２分 閉会 


